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ま  え  が  き 

 

 

 我が国では、モータリゼーションの急激な進展に対して、交通安全施設の不足や安全性

を確保するための技術が未発達であったことなどから、昭和２０年代後半から４０年代半

ば頃まで、道路交通事故の死傷者が著しく増加しました。 

 このため、交通安全の確保は大きな社会問題となり、交通安全対策の総合的かつ計画的

な推進を図るため、昭和４５年に交通安全対策基本法（昭和４５年法律第１１０号）が制

定されました。これに基づき、国においては交通安全基本計画を、また、本県においては

交通安全計画をそれぞれ１０次にわたって策定し、県、市町村及び関係機関・団体が一体

となって交通安全対策を強力に実施してきました。 

 その結果、本県の年間の交通事故による死者数は、昭和４６年の２０４人をピークに、

その後は減少傾向に転じ、特に、平成２８年には統計開始（昭和２３年）以降最も少ない

２８人まで減少し、ピーク時の１割程度まで減少させることができました。 

 これは、県、市町村及び関係機関・団体のみならず県民を挙げた長年にわたる努力の成

果であると考えられます。 

しかしながら、近年において、高齢運転者による事故、子どもが犠牲となる痛ましい事

故が後を絶たず、特に、次代を担う子どものかけがえのない命を交通事故から守っていく

ことも重要です。また、鉄道交通の分野においても、大量・高速輸送システムの進展の中

で、ひとたび交通事故が発生した場合には重大な事故となるおそれが常にあります。 

 言うまでもなく、交通事故の防止は、県、市町村及び関係機関・団体はもちろん、県民

一人ひとりが全力を挙げて取り組まなければならない重要な課題であり、人命尊重の理念

の下に、「交通事故のない、安全・安心な山形県」を目指して、総合的かつ長期的な施策を

まとめた計画を策定し、これに基づいて諸施策を強力に推進していかなければなりません。 

 この交通安全計画は、交通安全対策基本法第２５条第１項の規定に基づき、令和３年度

から令和７年度までの５年間に講ずべき交通安全に関する施策の大綱と数値目標を定めた

ものです。 

 この交通安全計画に基づき、県、市町村及び関係機関においては、交通の状況や地域の

実態に即して、交通の安全に関する施策を具体的に定め、これを強力に推進することとし

ます。 
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計 画 の 基 本 理 念 

 

 

 

【 交通事故のない社会を目指して 】 

 本県は、少子高齢化の進行に伴う本格的な人口減少社会の到来など、これまで経験したこと

がない大きな転換点を迎えています。このような大きな社会環境変化を乗り越え、真に豊かで

活力のある社会を構築していくためには、その前提として県民の様々な不安の解消に向けて、

県民の生命と暮らしを守る公的なセーフティネットを再構築するとともに、地域住民などと連

携して、暮らしの安全・安心な地域づくりを推進していくことが重要であり、それは、第４次

山形県総合発展計画にいう「人と自然がいきいきと調和し、真の豊かさと幸せを実感できる山

形」を実現していくことにもつながります。その際、交通事故による被害者数は災害や犯罪等

他の危険によるものと比べても圧倒的に多いことを考えると、交通安全の確保も、安全・安心

な地域づくりの実現を図っていくための極めて重要な要素であります。 

 このため、交通安全の確保に向け、これまで様々な対策を講じてきたところですが、防犯や

防災、さらに、新型コロナウイルス感染症対策等の様々な取組が必要とされる中にあって、今

なお交通事故により毎年多くの方が被害に遭われていることを考えると、更なる対策の実施が

必要であります。 

 人命尊重の理念に基づき、また交通事故がもたらす大きな社会的・経済的損失をも勘案して、

究極的には交通事故のない社会を目指すことが求められます。 

 交通事故のない社会は一朝一夕に実現できるものではありませんが、悲惨な交通事故の根絶

に向けて、県民、市町村及び関係機関等と連携して力強く推進していかなければなりません。 

 

【 人優先の交通安全思想 】 

安全・安心な地域づくり確保のためには、自動車と比較して弱い立場にある歩行者等への配

慮や思いやりが不可欠であり、すべての交通について、高齢者、障がい者、子ども等の交通弱

者の安全を一層確保することが必要となります。交通事故がない社会は、交通弱者が社会的に

自立できる社会でもあります。 

また、思いがけず交通事故被害者等となった方に対して、一人ひとりの状況に応じた支援が

求められます。 

本県においては、このような「人優先」の交通安全思想を基本とし、あらゆる施策を推進す

るとともに、地域ぐるみで交通弱者を守る仕組みづくりを促進していきます。 
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【 高齢化が進展しても安全に移動できる社会の構築 】 

全ての交通の分野で、高齢化の進展に伴い、生じうる様々な交通安全の課題に向き合い、解

決していくことが不可欠となります。今後、高齢になっても安全に移動することができ、安心

して移動を楽しみ豊かな人生を送ることができる社会、さらに、年齢や障がいの有無等に関わ

りなく安全に安心して暮らせる「共生社会」を構築することを目指します。 

 

 

１ 交通社会を構成する三要素 

  本県では、このような観点から、①道路交通、②鉄道交通、③踏切道における交通の 

それぞれの交通ごとに、本計画期間内に達成すべき数値目標を設定するとともに、その

実現を図るために講じるべき施策を明らかにしていくこととします。 

  具体的には、①交通社会を構成する人間、②車両等の交通機関、③それらが活動する

場としての交通環境という三つの要素について、それら相互の関連を考慮しながら、交

通事故の科学的な調査・分析や、政策評価を充実させ、可能な限り成果目標を設定した

施策を策定し、かつ、これを県民の理解と協力の下、強力に推進します。 

（１）人間に係る安全対策 

   交通機関の安全な運転を確保するため、運転する人間の知識・技能の向上、交通安

全意識の徹底、資格制度の強化、指導取締りの強化、運転管理の改善、労働条件の適

正化等を図り、かつ、歩行者等の安全な移動を確保するため、歩行者等の交通安全意

識の徹底、指導の強化等を図るものとします。 

   また、交通社会に参加する県民一人ひとりが自ら交通安全に関する意識を改革して

いくことが極めて重要であることから、今後も交通安全教育、普及啓発活動を充実さ

せ、社会全体の規範意識及び交通マナーの向上に努めます。 

 

（２）交通機関に係る安全対策 

   人間はエラーを犯すものとの前提の下で、それらのエラーが事故に結びつかないよ

うに、新技術の活用とともに、不断の技術開発によってその構造、設備、装置等の安

全性を高め、各交通機関の社会的機能や特性を考慮しつつ、高い安全水準を常に維持

させるための措置を講じます。さらに、必要な検査等を実施し得る体制等を充実させ

ることとします。 

 

（３）交通環境に係る安全対策 

   機能分担された道路網の整備、交通安全施設等の整備、交通管制システムの充実、

効果的な交通規制の推進、交通に関する情報提供の充実、社会の変化に適切に対応し、

必要性の低下した施設の見直し等を図ることとします。また、交通環境の整備に当た
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っては、「人優先」の考えの下、歩行者等の移動空間と自動車や鉄道等の交通機関との

分離を図るなどにより、混合交通に起因する接触の危険を排除する施策を充実させる

こととします。 

   特に、道路交通においては、通学路、生活道路、市街地の幹線道路等において、歩

道の整備を積極的に実施するなど、「人優先」の交通安全対策の更なる推進を図ること

が重要です。 

   これらの施策を推進する際には、高齢化や国際化等の社会情勢の変化を踏まえると

ともに、地震等の災害に対する防災の観点にも適切な配慮を行います。 

 

２ これからの５年間（計画期間）において特に注視すべき事項 

（１）人手不足への対応 

   交通に関わる多岐にわたる分野・職種において人手不足の影響がみられ、自動化・

省力化等の進展もみられる中で、安全が損なわれることのないよう、人材の質を確保

し、安全教育を徹底する等の取組が必要です。 

 

（２）先進技術導入への対応 

   先進技術の導入に当たっては、ヒューマンエラー防止を図り、また、人手不足の解

決にも寄与することが期待されますが、安全性の確保を前提として、社会的受容性の

醸成を進めることが重要です。 

 

（３）高まる安全への要請と交通安全 

   感染症を始め、自然災害の影響、治安など、様々な安全への要請が高まる中にあっ

ても、確実に交通安全を図り、そのために、安全に関わる関係機関が、一層柔軟に必

要な連携をしていくことが重要です。 

 

（４）新型コロナウイルス感染症の影響の注視 

   新型コロナウイルス感染症の直接・間接の影響は、交通にも及び、様々な課題や制

約が生じているほか、県民のライフスタイルや交通行動への影響も認められます。こ

れに伴う、交通事故発生状況や事故防止対策への影響を、本計画の期間を通じて注視

するとともに、必要な対策に臨機に着手します。 

 

３ 横断的に重要な事項 

（１）先端技術の積極的活用 

   今後も、更なる交通事故の抑止を図り、交通事故のない社会を実現するために、あ

らゆる知見を動員して、交通安全の確保に資する先端技術や情報の普及活用を促進す

るとともに、新たな技術の研究開発にも積極的に取り組んでいく必要があります。 
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   有効かつ適切な交通安全対策を講ずるため、その基礎として、交通事故原因の総合

的な調査・分析の充実・強化を図ります。 

 

（２）救助・救急活動及び被害者支援の充実 

   交通事故が発生した場合に負傷者の救命を図り、また、被害を最小限に抑えるため、

迅速な救助・救急活動の充実、負傷者の治療の充実等を図ることが重要です。特に、

犯罪被害者等基本法（平成１６年法律第１６１号）の制定を踏まえ、交通安全の分野

においても交通事故被害者等に対する支援の更なる充実を図ることとします。 

 

（３）参加・協働型の交通安全活動の推進 

   交通事故防止のためには、県、市町村、関係機関・団体等が緊密な連携の下に施策

を推進するとともに、県民の主体的な交通安全活動を積極的に促進することが重要で

あることから、県及び市町村の行う交通の安全に関する施策に計画段階から県民が参

加できる仕組みづくりや、県民が主体的に行う交通安全総点検、地域における特性に

応じた取組等により、参加・協働型の交通安全活動を推進します。 

 

（４）経営トップ主導による自主的な安全管理体制の充実・強化 

   県民の日常生活を支え、一たび交通事故等が発生した場合には大きな被害となる公

共交通機関等の一層の安全を確保するため、保安監査の充実・強化を図るとともに、

事業者が社内一丸となった安全管理体制を構築・改善します。 

 

（５）ＥＢＰＭ※の推進 

   交通安全に関わる施策におけるＥＢＰＭの取組を強化するため、その基盤となるデ

ータの整備・改善に努め、多角的にデータを収集し、各施策の効果を検証した上で、

より効果的な施策を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
※ EBPM：Evidence-based Policy Making、統計データや各種指標など、客観的エビデンス（根

拠や証拠）を基にして、政策の決定や実行を効果的・効率的に行うこと。 
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第１編 道路交通の安全 
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第１編 道路交通の安全 

 

 

２ 道路交通の安全についての目標 

① 令和７年までに２４時間死者数を２４人以下にする。 

② 令和７年までに重傷者数を２８０人以下にする。 

 

１ 道路交通事故のない社会を目指して 

○ 人命尊重の理念に基づき、交通事故のない安全・安心な山

形県を目指す。 

○ 死者数の一層の減少に取り組むとともに、命に関わり優先

度が高い重傷者の減少についても積極的に取り組む。 

 

３ 道路交通の安全についての対策 

             

 

 

 

            

           

６つの視点を重視 

① 高齢者及び子どもの安全確保 

② 歩行者及び自転車の安全確保と 

  遵法意識の向上 

③ 幹線道路及び生活道路における 

安全確保 

④ 先端技術の活用推進 

⑤ 交通実態等を踏まえたきめ細かな

対策の推進 

⑥ 地域が一体となった交通安全対策 

の推進 

 

＜８つの柱＞ 

① 交通安全思想の普及徹底    ⑤ 道路交通秩序の維持 

② 安全運転の確保        ⑥ 救助・救急活動の充実  

③ 道路交通環境の整備      ⑦ 交通事故被害者等支援の推進 

④ 車両の安全性の確保      ⑧ 交通事故調査・分析の充実 

 

 

 

＜３つの視点＞ 

① 高齢者及び子どもの安全確保 

② 歩行者及び自転車の安全確保 

③ 生活道路及び幹線道路におけ 

る安全確保 

 

 

第１０次山形県交通安全計画期間内にお

ける本県の交通事故の特徴を踏まえ、重点

的に取り組む事項 

① 高齢者及び子どもの安全対策の推進 

② 幹線道路での事故防止対策の推進 

③ 運転者対策の推進 

④ 生活道路などの道路安全施設整備によ

る事故防止対策の推進 

⑤ 夕方から夜間にかけての事故防止対策

の推進 

⑥ 衝突時の被害軽減対策の推進 
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発生件数

負傷者数

死者数

年 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

発生件数 7,308 7,084 7,082 6,426 6,446 6,136 5,816 5,097 4,292 3,328

負傷者数 9,108 8,753 8,752 7,811 8,037 7,670 7,244 6,199 5,135 3,975

死者数 50 37 39 44 57 28 38 51 32 30

第１章 道路交通安全の目標等 

 

１ 道路交通事故の現状等 

（１）道路交通事故の現状（消費生活・地域安全課、交通企画課） 

   本県の交通事故による年間の死者数は、昭和４６年の２０４人をピークに、以後着

実に減少し、平成２８年には統計開始（昭和２３年）以降最も少ない２８人を記録し

ました。 

   第１０次交通安全計画では、令和２年までに年間交通事故死者数３０人（国の第 

１０次交通安全基本計画の目標の概ね１％以下）以下、死傷者数６，０００人以下を

目標として推進した結果、令和２年の死者数は３０人、死傷者数は４，００５人とな

り、目標を達成することができました。 

   交通事故発生件数や負傷者数については、平成２７年以降一貫して減少し、令和２

年には、発生件数３，３２８件、負傷者数３，９７５人となり、平成２７年と比べて、

発生件数及び負傷者数のいずれも５割程度まで減少しています。 

 

 

 

交通事故の状況（過去１０年間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

死者数 発生件数・負傷者数 

発生件数 

負傷者数 

死者数 
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H28 H29 H30 R1 R2

死者数 28 38 51 32 30

高齢者数 15 26 35 22 19
全死者に占める

高齢者の割合　　％ 53.6 68.4 68.6 68.8 63.3

高齢ドライバー 10 15 23 12 11
全死者に占める高齢

ドライバーの割合　　％ 35.7 39.5 45.1 37.5 36.7

年

（２）道路交通事故の特徴（消費生活・地域安全課、交通企画課） 

   第１０次交通安全計画期間内（平成２８年から令和２年）の交通死亡事故の特徴は、

次のとおりです。 

  ① 高齢者が犠牲となる事故が多い（全死者の６割以上を占める） 

  ② 国道・県道等幹線道路での発生が多い（全死者の６割以上を占める） 

  ③ 高齢ドライバー及び青年ドライバーが第１当事者である事故が多い（全死者の５

割以上を占める） 

  ④ 事故原因別では、ドライバーの前方不注意（脇見・考え事等）が多い（全死者の

約５割を占める） 

  ⑤ 夕方から夜間にかけて（１６：００～２０：００）の事故が多い（全死者の３５％

を占める） 

  ⑥ 歩行者の道路横断中の事故が多い（全死者の約２割を占める） 

  などがあげられます。 

   この背景には、 

   ア 高齢人口の割合の増加 

   イ 高齢者の運転免許保有数の増加 

  等の要因が影響しているものと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通事故死者数に占める高齢者、高齢ドライバー数（過去５年間） 

（人） 

高齢ドライバー 

死者数 高齢者数 
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２ 第１１次交通安全計画における目標（消費生活・地域安全課、交通企画課） 

  交通事故による死傷者数を限りなくゼロに近づけ、安全・安心な山形県を達成するこ

とが究極の目標ですが、本計画の計画期間である令和７年までに、年間の２４時間死者

数を２４人以下（国の第１１次交通安全基本計画に示す目標の概ね１％以下）とするこ

とを目指します。 

  また、２４時間死者数のみならず、道路交通事故に起因する死者数（３０日以内死者

数等）の減少に努めます。 

  さらに、本計画における最優先の目標は死者数の減少ですが、重傷者が発生する事故

防止への取組が死者数の減少にもつながることから、命に関わり優先度が高い重傷者数

を目標値に設定することとし、令和７年までに年間の重傷者数を２８０人以下（国の第

１１次交通安全基本計画に示す目標の概ね１％以下）とすることを目指します。  

 

 

 

【参考】 これまでの山形県交通安全計画の目標値と実数値 

区   分 期   間 目 標 数 値 実数値 

第１次山形県 

交通安全計画 

昭和４６年度～ 

昭和５０年度 

歩行者の死亡事故の半減を目途とする 

               ５５人 

昭和５０年 

  ５２人 

第２次山形県 

交通安全計画 

昭和５１年度～ 

昭和５５年度 

昭和４６年の交通事故死者の半減を図る 

              １０２人 

昭和５５年 

  ９４人 

第３次山形県 

交通安全計画 

昭和５６年度～ 

昭和６０年度 

昭和６０年までに死者数を年間８０人以

下とする 

昭和６０年 

  ８８人 

第４次山形県 

交通安全計画 

昭和６１年度～ 

平成２年度 

昭和６５年までに死者数を年間８０人以

下とする 

平成２年 

  ９３人 

第５次山形県 

交通安全計画 

平成３年度～ 

平成７年度 

最終年には「第５次交通安全基本計画」に

おける抑止目標の１％未満に止める 

            １００人以下 

平成７年度 

 １０９人 

第６次山形県 

交通安全計画 

平成８年度～ 

平成１２年度 

当面「第６次交通安全基本計画」における

抑止目標の１％未満に止める 

             ９０人以下 

平成１２年 

  ９１人 

第７次山形県 

交通安全計画 

平成１３年度～ 

平成１７年度 

最終年までに「第７次交通安全基本計画」

に示す目標の１％未満を目指す 

             ８４人以下 

平成１７年 

  ８２人 

第８次山形県 

交通安全計画 

平成１８年度～ 

平成２２年度 

平成２２年までに、「第８次交通安全基本

計画」に示す目標の１％以下を目指す 

             ５５人以下 

平成２２年 

  ５１人 
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第９次山形県 

交通安全計画 

平成２３年度～ 

平成２７年度 

平成２７年までに、「第９次交通安全基本

計画」に示す目標の概ね１％以下を目指す 

             ３５人以下 

平成２７年 

  ５７人 

第１０次山形県 

交通安全計画 

平成２８年度～ 

令和２年度 

令和２年までに、「第１０次交通安全基本

計画」に示す目標の概ね１％以下を目指す 

             ３０人以下 

令和２年 

  ３０人 

 

第２章 道路交通安全についての対策 

 

第１節 今後の道路交通安全対策を考える視点 

（消費生活・地域安全課、交通企画課、道路整備課、道路保全課） 

  近年、道路交通事故による負傷者数、死者数が減少していることを考えると、これま

での交通安全計画に基づき実施されてきた対策には一定の効果があったものと考えられ

ます。 

  このため、従来の交通安全対策を基本としつつ、経済社会情勢、交通情勢、技術の進

展・普及等の変化等に柔軟に対応し、また、変化する状況の中で実際に発生した交通事

故に関する情報の収集、分析を充実させ、より効果的な対策への改善を図るとともに、

有効性が見込まれる新たな対策を推進します。 

  また、対策の実施に当たっては、可能な限りＥＢＰＭを推進して効果を検証し、必要

に応じて改善していきます。 

 

＜重視すべき視点＞ 

（１）高齢者及び子どもの安全確保 

   高齢者の交通事故死者数が平成２９年以降４年連続で全体の約６割を超えており、

今後も高齢化が急速に進むことを踏まえると、高齢者が安全・安心に外出し、移動で

きる交通社会の形成が必要です。 

   高齢者については、主として歩行及び自転車等を交通手段として利用する場合の対

策とともに、自動車を運転する場合の安全運転を支える対策を推進します。 

   高齢者が歩行及び自転車等を交通手段として利用する場合については、歩道の整備

や生活道路の対策、高齢者の特性を踏まえた交通安全教育や地域における見守り活動

などのほか、多様なモビリティの安全な利用を図るための対策、地域の状況に適った

自動運転サービス等の活用なども重要となります。 

   高齢者が自動車を運転する場合の安全運転を支える対策については、身体機能の衰

え等を補う技術の活用・普及を一層積極的に進める必要があります。また、運転支援

機能の過信・誤解による事故が発生しており、運転支援機能を始めとする技術とその

限界、技術進展の状況について、交通安全教育等を通じて幅広く情報提供していく必
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要があります。 

   一方、少子化の進行が深刻さを増している中で、安心して子どもを生み育てること

ができる環境の整備、幼い子どもと一緒に移動しやすい環境の整備が期待されます。

次代を担う子どもの安全を確保する観点から、キッズ・ゾーンの設定や、未就学児を

中心に子どもが日常的に集団で移動する経路及び通学路等の子どもが移動する経路に

おいて、横断歩道の設置や適切な管理、歩道の整備等の安全・安心な歩行空間の整備

を積極的に推進します。 

   高齢者や子どもに対しては、地域の交通情勢に応じた交通安全教育等の対策を講じ

ていきます。 

 

（２）歩行者及び自転車の安全確保と遵法意識の向上 

   安全で安心な社会の実現を図るためには、歩行者の安全を確保することが必要不可

欠であり、特に、高齢者や子どもにとって身近な道路の安全性を高めることがより一

層求められています。 

   こうしたことから、「人優先」の考えの下、未就学児を中心に子どもが日常的に集団

で移動する経路、通学路、生活道路、市街地の幹線道路等において横断歩道の設置や

適切な管理、歩道の整備を始め、安全・安心な歩行空間の確保を積極的に進めるなど、

歩行者の安全確保を図る対策を推進していく必要があります。 

   また、横断歩行者が関係する交通事故を減少させるため、運転者には横断歩道に関

する交通ルールの再認識と歩行者優先の徹底を周知するなど、運転者の遵法意識の向

上を図っていくことが重要です。 

   歩行者に対しては、横断歩道を渡ること、信号機のあるところではその信号に従う

ことといった交通ルールの周知を図るとともに、横断する時は、手を上げるなどして

運転者に対して横断の意思を明確に伝えた上で、安全を確認してから横断を始め、横

断中も周りに気を付けることなど、自らの安全を守るための行動とともに、停止した

運転者に謝意を伝える「交通安全ありがとう運動」を展開し、全年齢層での交通安全

教育等を推進する必要があります。 

   自転車については、自動車と衝突した場合には被害を受ける反面、歩行者と衝突し

た場合には加害者となるため、全ての年齢層へのヘルメット着用の推奨、自転車の点

検・整備、自転車損害賠償責任保険等への加入促進等の対策を推進していきます。 

   自転車の安全利用を促進するためには、車線や歩道の幅員の見直し等により、歩行

者、自転車及び自動車が適切に分離された、安全で快適な自転車通行空間の確保を積

極的に進めるとともに、特に、都市部において自転車の走行区間の確保を進めるに当

たっては、自転車交通の在り方や多様なモード間の分担の在り方を含め、まちづくり

等の観点にも配慮する必要があります。また、自転車利用者については、自転車の交

通ルールに関する理解が不十分なことも背景として、ルールやマナーに違反する行動
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が多いことから、交通安全教育等の充実を図るほか、街頭における指導啓発活動を積

極的に推進するなど、自転車利用者を始めとする道路利用者の自転車に関する安全意

識の醸成を図ります。 

   加えて、横断歩道においては、「歩行者が優先」であることを含め，自動車等の運転

者に対して「歩行者を守る」という保護意識の定着を図る必要があります。 

 

（３）幹線道路及び生活道路における安全確保 

   交通事故死者数の約６割を占める国道等の幹線道路における対策については、デー

タ等に基づく「成果を上げるマネジメント」を導入し、「事故ゼロプラン（事故危険区

間重点解消作戦）・事故危険区間対策事業」を継続して取り組むなど、交通安全対策の

効果の更なる向上を図る必要があります。 

   また、歩行者や自転車に係る死傷事故発生割合が大きい生活道路においては、自動

車の速度抑制を図るための道路交通環境の整備、可搬式速度違反自動取締装置等によ

る交通指導取締りの強化、安全な走行の普及等の対策を講じるとともに、幹線道路を

走行すべき自動車が生活道路へ流入することを防止するための幹線道路における交通

安全対策及び交通流の円滑化を推進するなど、生活道路における交通の安全確保を総

合的なまちづくりの中で一層推進する必要があります。このためには、地域住民の主

体的な参加と取組が不可欠であり、地域の実情を知る市町村においては、対策の検討

や関係者間での合意形成において中心的な役割を果たす人材の育成も重要な課題とな

ります。 

 

（４）先端技術の活用推進  

   今後も安全運転サポート車（以下「サポカー」という。）及びサポカーＳ※の普及は

もとより、運転者の危険認知の遅れや運転操作の誤りによる事故を未然に防止するた

めの安全運転を支援するシステムの更なる発展や普及、車車間通信、レベル３（条件

付自動運転）以上の自動運転の実用化や自動運転車へのインフラからの支援など、先

端技術の活用により、交通事故の更なる減少が期待されます。そのためにも、更にサ

ポカー等の普及促進を推進していきます。 

   交通事故が発生した場合にいち早く救助・救急を行えるシステムなど、技術発展を

踏まえたシステムの導入を推進していきます。また、今後も科学技術の進展が期待さ

れますので、その導入過程での安全確保を図りながら、新たな技術を有効に活用した

取組を推進していきます。 

 

                                                   
※ サポカー：衝突被害軽減ブレーキを搭載した、全ての運転者に推奨する自動車 

 サポカーＳ：衝突被害軽減ブレーキに加え、ペダル踏み間違い急発進抑制装置等を搭載した、

特に高齢運転者に推奨する自動車 
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（５）交通実態等を踏まえたきめ細かな対策の推進 

   これまで、総合的な交通安全対策の実施により交通事故を減少させることができま

したが、前方不注意などの安全運転義務違反に起因する死亡事故は、依然として多く、

近年、相対的にその割合は高くなっています。このため、これまでの対策では抑止が

困難である交通事故について、発生地域、場所、形態等の詳細な交通事故を精査し、

その精査結果を地理情報システム（ＧＩＳ）に表示して多角的な分析を行うなど、県

民に対し効果的な情報発信を行っていきます。 

 

（６）地域が一体となった交通安全対策の推進 

   各地域においては、高齢化の一層の進展等に伴う、地域社会のニーズと交通情勢の

変化を踏まえつつ、安全安心な交通社会の実現に向けた取組を具体化することが急が

れる中で、それぞれの地域における行政、関係団体及び住民等の協働により地域に根

ざした交通安全対策等に取り組んでいくことが一層重要となります。このため、地域

の実情を知悉した専門家の知見を地域の取組にいかすとともに、地域住民の交通安全

対策への関心を高め、交通事故の発生場所や発生形態など事故特性に応じた対策を実

施していくため、地理情報システム（ＧＩＳ）で得た事故分析結果をインターネット

等を通じて広く県民に発信し、交通事故情報の「見える化」を図って交通事故情報の

提供に努めます。また、地域住民に対し、交通安全対策により一層関心を持ってもら

い、当該地域における安全・安心な交通社会の形成について、自らの問題として積極

的に参加してもらうなど、県民主体の交通安全意識を醸成していきます。 

 

第２節 道路交通安全対策の重点事項 

  第１０次山形県交通安全計画期間内における交通事故の特徴を踏まえ、次の６項目を

重点として取り組みます。 

 

１ 高齢者及び子どもの交通安全対策の推進 

（１）高齢者の交通安全対策の推進 

   本県における高齢化率は、３３．４％（「高齢社会白書」令和３年版）で全国平均 

（２８．８％）を大幅に上回っています。これに伴い、高齢者が関与する交通事故の

割合が年々増加し、交通事故死者における高齢者の占める割合は、平成２９年から４

年連続で６割を超える高い値で推移しています。 

   また、令和２年中における高齢者の死者数は１９人（前年比－３人）で全体の 

  ６３．３％を占めていますが、このうち、歩行中及び自転車乗車中の死者は、１４人

（前年比＋１）で高齢者の全死者の７３．７％を占めております。 

   今後、更なる高齢化の進展を考えると、高齢者の歩行中及び自転車利用中の交通安

全対策は、緊急かつ重要な課題と言えます。 
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   このため、高齢者に対しては、加齢に伴う身体機能の低下と交通行動に及ぼす影響

を理解して、道路及び交通の状況に応じた安全な行動を自ら選択できるようにするた

め、参加、体験、実践型の交通安全教育を積極的に推進します。 

   また、関係機関・団体等と連携した戸別訪問指導を計画的に推進し、交通ルールの

遵守、交通事故防止の声かけ及び夜光反射材の普及促進に努めるとともに、特に夜光

反射材の普及促進については、高齢者が利用する施設、大型スーパー、病院などにお

ける活動を推進して、高齢者自らが自分を守る意識と、各地域において高齢者を事故

から守る意識の醸成に努めます。 

 

（２）子どもの交通安全対策の推進 

   子どもの交通事故は、少子化の影響もあり、発生件数及び死傷者数ともに減少傾向

が続いているものの、第１０次期間中には２人が交通事故で死亡しています。交通弱

者である子どもを交通事故から守るためには、高齢者と同様に、子どもも交通社会の

一員であることを理解させ、自ら危険に気付く能力を身に付けさせることが必要であ

ることから、その発達段階に応じて体系的に交通安全教育を実施し、交通事故防止に

必要な実践的技能を育てます。具体的には、子どもの興味・関心に応じて、参加・体

験・実践型の教育を積極的に推進していきます。 

 

２ 幹線道路での交通事故防止対策の推進 

  過去５年間（平成２８年～令和２年）の国道、県道等の幹線道路における死亡事故件

数は全体の６７．０％を占めています。その主たる原因は、脇見・考え事・動静不注視

など前方不注意が９２件であり、全体（歩行者・自転車を除く）の５２．２％を占めて

います。 

  また、令和２年の幹線道路（国道、県道）における交通事故発生件数は１，８８４件

で、そのうち、交差点における交通事故は９６２件と全体の５１．１％を占めており、

その主たる事故原因は一時不停止、前方不注意によるものが全体の３５．５％を占めて

います。 

  具体的な交通事故防止対策としては、幹線道路における交通指導取締りにより、運転

者の注意喚起を図るとともに、交通安全協会、安全運転管理者協会、指定自動車教習所

等と連携しながら「前をよく見て運転集中」の広報啓発を図ります。 

  さらに、道路管理者と連携し、交通安全施設の整備充実を推進します。 

 

３ 運転者対策の推進 

（１）高齢ドライバー対策の推進 

   過去５年間（平成２８年～令和２年）における高齢ドライバー（第１当事者）によ

る死亡事故件数は、全体の３９．７％を占めています。また、高齢ドライバーによる
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交通事故は、発生件数、負傷者数ともに減少しているものの、全体に占める割合はい

ずれも増加傾向にあります。 

   令和２年の高齢ドライバーによる死亡事故は１１件（前年比－１）で全体の 

  ３６．７％を占めました。その主たる事故原因は、交差点等での一時不停止（３件、

前年比＋３）、安全不確認（２件、前年比＋２）及び前方不注視（５件、前年比＋２）

によるもので９０．９％を占めました。 

   高齢ドライバーの事故は、加齢による身体能力、運転技能の低下が大きく影響して

いるものと考えられ、身体能力等の低下は個人差があることを踏まえ、それぞれの特

性に応じたきめ細かな対策を講じる必要があります。 

   そのため、具体的な事故事例に基づく安全教育はもとより、自らの身体機能の低下

等を把握できる参加・体験・実践型の交通安全教育を推進していきます。 

   また、安全運転を支援するサポカーの普及促進や運転免許証の自主返納をしやすく

する環境づくり及び市町村等が実施している支援制度の拡充も推進していきます。 

 

（２）青年ドライバー対策の推進 

   過去５年間 （平成２８年～令和２年まで）における青年ドライバー（第１当事者）

の死亡事故は、全体の１５．６％を占め 、青年ドライバーによる発生件数は、青年ド

ライバーの減少と比例して年々減少傾向にあります。 

   令和２年中における青年ドライバー（第１当事者）の死亡事故は４件（前年比－２）

で、全てが私用中の事故でした。事故形態は、人対車両（２件、前年比－２）、正面衝

突（１件、前年比－２）と単独事故（１件、前年比±０）で、事故原因は全て漫然運

転等の前方不注視によるものでした。 

   青年ドライバーの多くは、事業所等で稼働していることから、引き続き安全運転管

理者事業所を含む事業者対策を強化するとともに、安全運転管理者事業所加入事業所

以外の事業者に対しても若者対象の参加・体験・実践型の交通安全教育を推進します。 

 

４ 生活道路などの道路安全施設整備による交通事故防止対策の推進 

  歩行者や自転車に係る死傷事故発生割合が高い生活道路では、県公安委員会と道路管

理者が連携して、地域住民の主体的参加の下、地域の実情を踏まえた歩道整備、車両速

度の抑制、通過交通の抑制等の面的かつ総合的な交通事故対策に取り組みます。 

  また、車両や歩行者の交通実態、道路環境等に適した交通規制の実施・見直し、信号

機のＬＥＤ化及び道路標識の高輝度化等を推進し、分かりやすく見やすい道路標識・標

示を整備します。 

  さらに、交通事故が多発している交差点や区間を事故危険箇所として抽出し、交通事

故危険マップ作成などにより広報啓発に努めるほか、右折レーン、道路照明灯、視線誘

導標等の設置及びカラー舗装などの交通事故対策を行います。 
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５ 夕方から夜間にかけての交通事故防止対策の推進 

  日没時間の早まる秋以降、夕暮れ時から夜間にかけて、高齢者等が道路を歩行中に交

通事故に遭う危険が高まることから、車両運転者に対し前照灯の早め点灯の呼びかけを

行うほか、歩行者を早めに確認できるハイビームの積極的な活用を推奨するなど、前照

灯のこまめな切り替えによる前方への注意を高める運転についての対策を推進します。 

また、交通安全協会、交通安全母の会などの関係機関・団体等と連携し、夜光反射材

等交通安全用品の普及促進に取り組むほか、夜光反射材の視認性効果の体験などによる

参加・体験・実践型の交通安全教育により、夜光反射材の自発的な活用を促進します。 

 

６ 衝突時の被害軽減対策の推進 

  本県においては、令和２年中の四輪乗車中の死者６人のうち、シートベルト非着用者

が半数（３人）を占めています。警察庁等が令和２年に実施したシートベルト着用状況

全国調査によると、本県では、運転席は９９．５％と着用率が高いものの、後部座席の

着用率は４１．３％と前席と比べ非常に低くなっています。また、令和元年中のチャイ

ルドシート着用状況全国調査（令和２年は、新型コロナウイルス感染症の影響により調

査中止）では、全国平均を１３．９ポイント上回る８４．４％と年々向上しています。 

  このような情勢を踏まえ、シートベルト及びチャイルドシートの着用効果についての

理解を深め、後部座席も含めた全ての座席における着用率１００％を目標に、正しい着

用の徹底を図るとともに、サポカーの普及促進を推進します。 

  さらに、自転車利用者に対しては、「山形県自転車の安全で適正な利用の促進に関する

条例」に基づくヘルメット着用等の安全措置規定の周知・啓発を図り、その着用を促進

します。 

  このため、県、市町村、警察、関係機関・団体等の相互の協力により、あらゆる機会・

媒体を通じて積極的に普及啓発活動を展開します。 

 

第３節 道路交通安全のための施策の展開 

  交通安全対策をより効果的に推進するため、第１節の６つの視点と第２節の６つの重

点事項を踏まえ、①交通安全思想の普及徹底、②安全運転の確保、③道路交通環境の整

備、④車両の安全性の確保、⑤道路交通秩序の確保、⑥救助・救急活動の充実、⑦交通

事故被害者等支援の充実、⑧交通事故調査・分析の充実の８つの柱により、交通安全対

策の施策を展開します。 

 

１ 交通安全思想の普及徹底 

  交通安全教育は、自他の生命尊重という理念の下に、交通社会の一員としての責任を

自覚し、交通安全意識と交通マナーの向上に努め、相手の立場を尊重し、他の人々や地
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域の安全にも貢献できる良き社会人を育成する上で、重要な意義を有しています。 

  交通安全意識を向上させ、交通マナーを身に付けるためには、人間の成長過程に合わ

せ、生涯にわたる学習を促進して県民一人ひとりが交通安全の確保を自らの課題として

捉えるよう意識の改革を促すことが重要です。また、「人優先」の交通安全思想の下、高

齢者、障がい者、子ども等の交通弱者に関する知識や思いやりの心を育むとともに、交

通事故被害者等の痛みを思いやり、交通事故の被害者にも加害者にもならない意識を育

てることが重要です。 

  このため、幼児から成人に至るまで、心身の発達段階やライフステージに応じた段階

的かつ体系的な交通安全教育を行うとともに、高齢社会が進展する中で、高齢者自身の

交通安全意識の向上を図りながら、他の世代に対しても、高齢者の特性を理解した上で

高齢者を保護し、また、高齢者に配慮する意識を高めるための啓発指導を強化します。 

  さらに、自転車を使用することが多い小学生、中学生及び高校生に対しては、将来の

運転者教育の基礎となるよう自転車の安全利用に関するルールとマナーの指導を強化し

ます。 

  学校においては、ＩＣＴを活用した効果的な学習活動を取り入れながら、学習指導要

領に基づく、関連教科、総合的な学習の時間、特別活動及び自立活動など教育活動全 体

を通じて計画的かつ組織的に交通安全教育を実施するよう努めます。また、学校保健安

全法に基づき学校安全計画を策定し、児童、生徒等に対する通学を含めた学校生活その

他の日常生活における交通安全に関する指導を実施します。障がいのある児童、生徒等

に対しては、特別支援学校等において、その障がいの特性を踏まえ、交通安全に関する

指導に配慮します。 

  特に、小・中・高校生は、自らシートベルトを締める意識の醸成が、将来、運転免許

証を取得した際の交通安全思想への定着に繋がるため、今後、児童、生徒等に対して、

自主的な全席シートベルト着用に向けた取組の促進を図っていきます。 

  また、地域ぐるみの交通安全教育・普及啓発活動を効果的に推進するため、高齢者を

中心として、子ども、親の三世代が交通安全をテーマに交流する「世代間交流」の促進

に努めます。 

  交通安全教育・普及啓発活動を行うに当たっては、参加・体験・実践型の教育方法を

積極的に取り入れるとともに、教材の充実を図り、ホームページに掲載するなど、イン

ターネットを通じて地域や学校等において行われる交通安全教育の場における活用を促

進し、県民が自ら納得して交通安全活動を実践することができるよう、必要な情報を分

かりやすく提供することに努めます。 

  交通安全教育・普及啓発活動については、県、市町村、警察、学校、関係民間団体、

地域社会・企業及び家庭がそれぞれの特性を生かし、互いに連携をとりながら地域が一

体となった活動が推進されるよう促します。特に、関係行政機関と交通安全に関する民

間団体等で構成されている山形県交通安全対策協議会（会長：山形県知事）及び市町村
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交通安全推進協議会等（会長：各市町村長）については、活動の一層の活発化を図ると

ともに、同協議会を中心とした交通安全活動や各種の啓発活動等が県民総参加のもと積

極的に展開されるよう努めます。 

  さらに、交通事故防止の要である「交通安全思想の普及徹底」に向けた取組として「交

通マナーアップ県民運動」を展開していきます。 

（１）段階的かつ体系的な交通安全教育の推進 

   （東北運輸局、消費生活・地域安全課、交通企画課、子ども保育支援課、高齢者支

援課、障がい福祉課、生涯教育・学習振興課、義務教育課、高校教育課、スポー

ツ保健課） 

  ① 幼児に対する交通安全教育の推進 

    幼児に対する交通安全教育は、心身の発達段階や地域の実情に応じて、基本的な

交通ルールを遵守し、交通マナーを実践する態度を習得させるとともに、日常生活

において安全に道路を通行するために必要となる基本的な技能及び知識を習得させ

ることを目標とします。 

   ア 幼稚園、保育所及び認定こども園における交通安全教育の推進 

     幼稚園、保育所及び認定子ども園においては、幼稚園・保育所単位で結成され

ている幼児交通安全クラブ「かもしかクラブ」を通じての交通安全教育に重点を

置き、家庭・地域及び関係機関・団体等と連携協力を図りながら、日常の教育・

保育活動のあらゆる場面を捉えて交通安全教育を計画的かつ継続的に行います。  

     これらを効果的に実施するため、紙芝居や視聴覚教材等の利用や親子での実習

など、分かりやすい指導に努めるとともに、指導資料の作成、教職員の指導力の

向上及び教材・教具の整備を推進します。 

   イ 家庭及び地域における交通安全活動等の推進 

     県及び関係機関・団体等は、幼児の心身の発達や交通状況等の地域の実情を踏

まえた幅広い教材・教具・情報の提供等を行うことにより、「かもしかクラブ」の

結成率の向上と活動の活性化を図るとともに、講師の派遣等を通して幼児の保護

者が常に幼児の手本となって安全に道路を通行するなど、家庭において適切な指

導ができるよう保護者に対する交通安全講習会等の実施に努め、幼稚園・保育所

等において行われる交通安全教育の支援を行います。 

     さらに、交通ボランティアによる幼児に対する通園時や園外活動時の安全な行

動の指導、保護者を対象とした交通安全講習会等の開催を促進します。 

  ② 小学生に対する交通安全教育の推進 

    小学生に対する交通安全教育は、心身の発達段階や地域の実情に応じて、歩行者

及び自転車の利用者として必要な技能と知識を習得させるとともに、道路及び交通

の状況に応じて、安全に道路を通行するために、道路交通における危険を予測し、

これを回避して安全に通行する意識及び能力を高めることを目標とします。 
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   ア 小学校における交通安全教育の推進 

     小学校においては、家庭及び関係機関・団体等と連携・協力を図りながら、体

育、道徳、総合的な学習の時間及び特別活動など学校の教育活動全体を通じて、

横断時の意思表示等の安全な歩行の仕方、自転車の安全な利用、バス等の乗り物

の安全な利用、危険の予測と回避、交通ルールの意味及び必要性等について重点

的に交通安全教育を実施します。加えて、「交通安全ありがとう運動」の実践によ

る交通安全意識の醸成とともに、自転車利用中に加害者となる事例を捉え、賠償

責任等への備えとして、自転車保険の加入を促進します。 

     小学校における交通安全教育を計画的に実施し、効果的なものとするため、自

転車の安全な利用等を含め、安全な通学のための教育教材等を作成・配布すると

ともに、交通安全教室の推進、教員等を対象とした心肺蘇生法の実技講習会等を

実施します。 

     また、関係機関・団体等は、小学校において行われる交通安全教育の支援を行

うとともに、児童に対する補完的な交通安全教育の推進を図ります。 

   イ 家庭における交通安全教育の推進 

     ＰＴＡ等の保護者を中心とした組織が、学校や市町村、警察署等と連携し、児

童の交通安全に関する教室等を実施することにより、児童の行動実態を把握する

とともに、保護者自らが正しい交通ルールや交通マナーを遵守して日常の生活の

中で模範的な行動を取るなど、家庭や地域における児童の交通安全を推進する役

割を担っていきます。 

ウ 地域における支援体制の整備促進 

     ＰＴＡ、地区の交通安全協会等との密接な連携を図り、不審者情報を共有する

など、交通安全教育と関連させながら、併せて防犯に関する積極的な取組を推進

します。 

     また、交通ボランティアによる通学路における児童に対する安全な行動の指導、

児童の保護者を対象とした交通安全講習会等の開催を促進します。 

  ③ 中学生に対する交通安全教育の推進 

    中学生に対する交通安全教育は、日常生活における交通安全に必要な事柄、特に、

自転車で安全に道路を通行するために必要な技能と知識を十分に習得させるととも

に、道路を通行する場合は、思いやりをもって乗車し、自己の安全ばかりではなく、

他の人々の安全にも配慮できるようにすることを目標とします。 

   ア 中学校における交通安全教育の推進 

     中学校においては、家庭及び関係機関・団体等と連携・協力を図りながら、保

健体育、道徳、総合的な学習の時間及び特別活動など学校の教育活動全体を通じ

て、横断時の意思表示等の安全な歩行の仕方、自転車の安全な利用、自動車等の
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特性、危険の予測と回避、標識等の意味、応急手当等について重点的に交通安全

教育を実施します。加えて、「交通安全ありがとう運動」の実践による交通安全意

識の醸成とともに、自転車利用中に加害者となる事例を捉え、賠償責任等への備

えとして、自転車保険の加入を促進します。 

     中学校における交通安全教育を計画的に実施し、効果的なものとするため、自

転車の安全な利用等も含め、安全な通学のための教育教材等を作成・配布すると

ともに、交通安全教育の推進、教員等を対象とした心肺蘇生法の実技講習会等を

実施します。 

   イ 地域における支援体制の整備推進 

     地域において、保護者対象の交通安全講習会の開催を促すとともに、ＰＴＡ、

地区の交通安全協会等との密接な連携を図り、不審者情報を共有するなど、交通

安全教育と関連させながら、併せて防犯に関する積極的な取組を推進します。 

  ④ 高校生に対する交通安全教育の推進 

    高校生に対する交通安全教育は、日常生活における交通安全に必要な事柄、特に、

自転車の利用者及び二輪車の運転者として安全に道路を通行するために、必要な技

能と知識を習得させるとともに、交通社会の一員として交通ルールを遵守し自他の

生命を尊重するなど責任を持って行動することができるような健全な社会人を育成

することを目標とします。 

    高等学校においては、家庭及び関係機関・団体等と連携・協力を図りながら、保

健体育、総合的な探究の時間、特別活動等を中心に、学校教育活動全体を通じて、

自転車の安全な利用、二輪車・自動車の特性、危険の予測と回避、運転者の責任、

応急手当等について更に理解を深めるとともに、免許取得前の教育としての性格を

重視した交通安全教育を行います。 

    特に、自転車、二輪車・自動車の安全に関する指導については、生徒の実態や地

域の実情に応じて、安全運転を推進する機関・団体やＰＴＡ等と連携しながら、安

全運転に関する意識の向上を図るとともに、実技指導等の実践的な交通安全教育の

充実を図ります。加えて、「交通安全ありがとう運動」の実践による交通安全意識の

醸成、自転車乗車中におけるヘルメットの着用、自転車利用中に加害者となる事例

を捉え、賠償責任等への備えとして、自転車保険の加入を促進します。 

    高等学校における交通安全教育を計画的に実施し、効果的なものとするため、自

転車の安全な利用等も含め、安全な通学のための教育教材等を作成・配布するとと

もに、交通安全教室の推進、教員等を対象とした心肺蘇生法の実技講習会等を実施

します。 

    生徒の通学に際しての自転車使用状況や各種運転免許証の取得状況等、学校にお

ける交通安全指導の実施状況について調査研究を行い、今後の交通安全教育を充実

させます。 
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    さらに、関係機関・団体等は、高等学校において行われる交通安全教育が円滑に

実施できるよう、指導者の派遣や情報の提供等の支援を行うとともに、地域におい

て、高校生及び相当年齢者に対する補完的な交通安全教育の推進を図ります。 

  ⑤ 成人に対する交通安全教育の推進 

    成人に対する交通安全教育は、自動車等の安全運転の確保の観点から、免許取得

時及び免許取得後の運転者の教育を中心として行うほか、社会人、大学生等に対す

る交通安全教育の充実に努めます。 

    また、運転免許を持たない若者や成人が交通安全について学ぶ機会を設けるよう 

努めます。 

   ア 免許取得後の運転者教育の推進 

     免許取得後の運転者教育は、運転者としての社会的責任の自覚、安全運転に必

要な知識及び技能、特に、危険予測・回避の能力の向上、交通事故被害者等の心

情等交通事故の悲惨さに対する理解及び交通安全意識・交通マナーの向上を目標

とし、公安委員会が行う各種講習、自動車教習所、民間の交通安全教育施設等が

受講者の特性に応じて行う運転者教育及び事業所の安全運転管理の一環として安

全運転管理者、運行管理者等が行う交通安全教育を中心として行います。 

   イ 事業所における安全教育の推進 

     自動車の使用者は、安全運転管理者、運行管理者等を法定講習、指導者向けの

研修会等へ積極的に参加させ、事業所における自主的な安全運転管理の活発化に

努めます。 

     また、高度な運転技術、指導方法等を身に付けた運転者教育指導者の育成を図

るとともに、これらの交通安全教育を行う施設の整備を推進します。 

   ウ 公民館等の社会教育施設を活用した活動の推進 

     公民館等の社会教育施設を活用し、社会人を対象とした社会教育施設が主管す

る学級・講座や市町村や警察署等が主管する研修会等を実施することにより、「交

通安全ありがとう運動」の推進等の交通安全教育の啓発を図り、交通安全のため

の諸活動を促進するとともに、関係機関・団体、交通ボランティア等による活動

を促進します。 

     大学生・専修学校生等に対しては、学生の自転車や二輪車・自動車の事故・利

用等の実態に応じ、関係機関・団体等と連携し、交通安全教育の充実に努めます。 

  ⑥ 高齢者に対する交通安全教育の推進 

    高齢者に対する交通安全教育は、運転免許の有無等により、交通行動や危険認識、

交通ルール等の知識に差があることに留意しながら、加齢に伴う身体機能の変化が

歩行者又は運転者としての交通行動に及ぼす影響や、運転者側から見た歩行者や自

転車の危険行動を理解させた上で、自ら納得して安全な交通行動を実践することが

できるよう必要な技能及び交通ルール等の知識を習得させることを目標とします。 
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    また、高齢化の一層の進展に的確に対応し、高齢者が安全・安心に外出できる交

通社会を形成するため、高齢者自身の交通安全意識の向上はもとより、県民全体が

高齢者を見守り、高齢者に配意する意識を高めるよう促します。 

   ア 参加・体験・実践型の交通安全教育の推進 

     高齢化の進展に伴う高齢運転者の事故増加に対応するため、関係機関・団体等

と連携し、各種教育機材を活用した参加・体験・実践型の研修会の開催や運転適

性検査器を活用した交通安全教育を推進します。具体的には、市町村、老人クラ

ブ及び交通安全協会等と連携して交通安全教室等を開催するとともに、高齢者に

対する各種の催し等の多様な機会を活用し、交通安全危険予測シミュレータ、交

通安全ゆとり号、動画ＫＹＴ（危険予測トレーニング）等を有効に活用した交通

安全教育を積極的に推進します。 

   イ 反射材の普及 

     夜間における歩行者・自転車利用者の事故を防止するため、視認性の高い明る

い色の服装の着用を促進するとともに、交通安全協会、交通安全母の会、交通安

全ボランティア等が実施する各事業を通じ、反射材等の交通安全用品の普及に努

めます。 

   ウ 孫（小学生）から祖父母へ交通安全を呼びかけるハートフルメールの実施 

     家族による高齢者の交通安全を願う取組が、高齢者の安全意識の向上を促す大

きな要因となるため、孫から祖父母への交通安全ハートフルメールを作成し、送

付します。併せて、高齢者を中心に、子ども、親の三世代が交通安全をテーマに

交流する世代間交流の促進に努めます。 

   エ 地域における交通安全広報・教育の推進 

     医療施設、老人福祉施設及び高齢者サークル活動の場など高齢者が集まる場所

において、ポスターの掲示、交通安全指導、反射材の配布等の交通安全広報活動

を推進します。 

     また、シルバーリーダー、地域の高齢者に影響力のある者等を対象とした参加・

体験・実践型の講習会を実施し、地域における高齢者交通安全教育の継続的な推

進役の養成に努めます。 

     さらに、高齢ドライバーの安全運転に資するため、高齢者がサポカー等に搭載

される先進安全技術を体験できる機会とサポカーの有効性の広報を推進します。 

  ⑦ 障がい者に対する交通安全教育の推進 

    障がい者に対しては、交通安全のために必要な技能及び知識の習得のため、地域

における福祉活動の場を利用するなどして、障がいの程度に応じ、きめ細かい交通

安全教育を推進します。 

  ⑧ 電動車いす利用者に対する交通安全教育の推進 

    電動車いす利用者は、道路交通法では歩行者として扱われており、その操作の簡
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便さなどから高齢者にとって便利な移動手段として広く普及しているため、電動車

いす利用中の事故防止に関する広報とその利用に関する交通安全教育を推進します。 

  ⑨ 外国人に対する交通安全教育の推進 

    外国人に対し、日本国内の交通ルールや交通マナーに関する知識の普及による交

通事故防止を目的とした交通安全教育を推進するとともに、定住外国人に対しては、

母国との交通ルールや交通安全に対する考え方の違いを理解させるなど、効果的な

交通安全教育に努めます。また、外国人を雇用する使用者等を通じ、外国人の講習

会等への参加を促進します。 

 

（２）効果的な交通安全教育の推進（消費生活・地域安全課、交通企画課、スポーツ保健課） 

   受講者が、安全に道路を通行するために必要な知識及び技能を習得し、その必要性

を理解できるようにするため、参加・体験・実践型の教育方法を積極的に活用します。 

   交通安全教育を行う機関・団体は、交通安全教育に関する情報を共有し、他の関係

機関等の求めに応じて交通安全教育に用いる資機材の貸与、講師の派遣及び情報の提

供等、相互の連携を図りながら交通安全教育を推進します。 

  ① 交通安全教育を推進するための指導者の育成 

    幼児から高齢者に至るまでの段階的かつ体系的な交通安全教育及び障がい者等に

対する適切な交通安全教育を実施するため、県、市町村、警察、学校及び関係民間

団体等が連携を図り、交通安全教育指導者の育成・確保、ドライブレコーダーやシ

ミュレーター、ＶＲ等の機器の活用など、柔軟に多様な方法を活用し、着実に教育

を推進するよう努めます。 

    また、指導者養成の場として、交通安全教育モデル事業や幼児交通安全教育セミ

ナー、教職員を対象とする各種研修会を開催します。 

  ② 交通安全教育の推進 

   ア 交通安全専門指導員の派遣 

     学校、子ども会、町内会、老人クラブ及びドライバー講習会等で交通安全教室

を実施する際、対象者に合わせて山形県交通安全専門指導員を派遣します。 

   イ 交通安全教育用補助機材等の貸出し 

     模擬信号機、衝突実験用ダミー人形等を各種交通安全教育の実施時に貸し出し、

より実践的な交通安全教育を推進します。 

 

（３）交通安全に関する普及啓発活動の推進（消費生活・地域安全課、交通企画課） 

  ① 関係機関・団体等と連携した交通安全運動の推進 

    山形県交通安全対策協議会は本計画の実施主体となり、構成員となっている各機

関・団体等の連携の強化を図り、一体となって各季の交通安全運動に取り組むとと

もに、構成員それぞれも主体性を持って、各季の交通安全運動や「よく見て 確認 ゆ
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とり行動」県民運動等の交通安全活動を展開します。 

  ② 交通安全運動の推進 

   ア 期間を定めて行う運動 

     春・秋の全国交通安全運動を中心に、交通事故の実態に即した県民運動を展開

するほか、高齢者の交通事故防止推進強化旬間や飲酒運転撲滅・冬道の交通事故

防止強化旬間を設け、実情に即した交通安全運動を実施します。 

   イ 日を定めて行う運動 

     県民が交通安全に関心を持ち、交通安全意識を高める日として、原則毎月１日

と１５日を「交通安全の日」と定めており、運転者や歩行者等に安全を呼びかけ

る街頭指導等を推進します。 

   ウ 年間を通じて行う運動 

     年間県民運動として、「運転者の交通ルール遵守」を重点とするほか、各年の重

点項目を設定し、交通安全県民運動の名のもと、県民総ぐるみの運動を展開しま

す。 

   エ 交通安全県民大会の開催 

     山形県交通安全県民大会を開催し、交通安全功労者の顕彰及び交通安全の重要

性を県民に発信するとともに、県民総参加による交通安全活動を推進します。 

   オ 地域や市町村における活動及び推進体制の強化 

     運動の趣旨を県民一人ひとりまで浸透させるため、地域や市町村との連携を密

にし、地域と一体となった県民運動を展開します。また、地区・市町村交通安全

推進協議会等交通安全推進体制の強化を図り、自治体及び各地域主導の交通安全

運動を促進します。 

  ③ 普及啓発活動の効果的な展開 

   ア 街頭キャンペーンの実施 

     交通安全運動の実施に当たっては、交通安全意識の普及高揚を図るため、関係

機関・団体等が緊密な連携の下に街頭等における啓発キャンペーンを行うなど、

効果的な運動を推進します。 

   イ 広報媒体の積極的活用 

     県民一人ひとりの交通安全に対する関心と意識を高め、交通ルールの遵守と交

通マナーの実践を習慣づけるため、交通事故の実態を的確に捉え、地域、職場、

学校及び家庭等の場に応じた広報媒体を計画的、積極的に活用し、日常生活に密

着した広報を展開します。 

     特に、家庭向け広報媒体を積極的に活用するとともに、交通安全母の会や関係

機関・団体及び町内会等の組織を通じ、各家庭に浸透する広報を行い、交通弱者

の保護、妨害運転及び飲酒運転等の悪質・危険な運転の撲滅のため、家庭から交

通安全意識の向上を推進します。 
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   ウ 交通関係機関・団体、報道機関への資料、情報等の提供 

     交通関係機関・団体の主体的活動を促進し、交通安全のための諸活動が積極的

に行われるよう、交通安全に関する資料、情報等を積極的に提供します。 

  ④ 横断歩行者の安全確保 

    運転者に対しては、横断歩道手前での減速義務や横断歩道における歩行者優先義

務を再認識させるため、交通安全教育や交通指導取締り等を推進します。 

    歩行者に対しては、横断歩道を渡ることや、信号機のあるところではその信号に

従うといった交通ルールの周知を図ります。 

    また、横断する時は、手を上げるなどして運転者に対して横断の意思を明確に伝

えた上で、安全を確認してから横断を始め、横断中も周りに気を付けることなど、

歩行者が自らの安全を守るための行動とともに、停止した運転者に謝意を伝える「交

通安全ありがとう運動」を全年齢層で展開します。 

  ⑤ シートベルト全席着用及びチャイルドシートの正しい着用の徹底 

    自動車乗車中の死亡事故においてシートベルトの非着用率が高いことを踏まえ、

後部座席も含めた全ての座席におけるシートベルトの正しい着用の理解と徹底を図

ります。警察庁等による令和２年のシートベルト着用状況全国調査における当県の

着用率は、運転席９９．５％、助手席９７．５％、後部座席４１．３％であり、後

部座席の着用率が低いことから、警察、市町村及び交通安全協会などの関係機関・

団体が連携し、街頭での着用啓発と指導を実施します。高速道路では、タクシー協

会、バス協会等を通じ、乗客に対する着用の徹底を促進します。 

    また、運転席及び助手席の着用率１００パーセントを目標にするとともに着用率

の低い後部座席におけるシートベルト着用、子どもを同乗させる際におけるチャイ

ルドシートの適切な着用を推進するため、関係機関・団体が一体となり、交通安全

運動などあらゆる機会に着用の徹底を広く呼びかけます。 

  ⑥ 薄暮時におけるヘッドライトの早め点灯及びハイビーム使用の促進 

    薄暮の時間帯から夜間にかけて重大事故が多発する傾向にあることから、夜間の

重大事故の主原因となっている前方不注意等による事故実態・危険性等を広く周知

するとともに、同時間帯の交通事故を防止するため、季節や気象の変化、地域の実

態等に応じ、交通情報板等を活用するなどして、早めのヘッドライト等の点灯（自

動車及び自転車の前照灯の早期点灯）、対向車及び先行車がいない状況では積極的な

ハイビームの使用を促します。 

    また、歩行者、自転車利用者の反射材用品等の着用を推進します。 

  ⑦ 交通事故に関する情報提供の推進 

    県民が交通事故の発生状況を認識し、事故防止に関する意識の啓発を図ることが

出来るよう、インターネット等を通じて、身近な地域で発生している交通事故の状

況及び事故多発地点等に関する情報を地図上に表示する地理情報システム（ＧＩＳ）
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を活用して「見える化」を図り、県民への情報提供に努めていきます。 

 

（４）地域で守る交通弱者の交通安全対策の推進（消費生活・地域安全課、交通企画課） 

   交通の安全は、住民の安全意識により支えられることから、地域住民に留まらず、

当該地域を訪れ、関わりを有する通勤・通学者等も含め、交通社会の一員であるとい

う当事者意識を持つよう意識改革を促すことが重要です。 

   このため、交通安全思想の普及徹底に当たっては、行政、民間団体、企業等と住民

が連携を密にした上で、それぞれの地域における実情に即した身近な活動を推進し、

住民の参加・協働を積極的に進めます。 

  ① 子どもと高齢者を事故から守る地域づくりの推進 

   ア 市町村における子どもと高齢者交通事故防止対策推進のための組織等の設置促 

進子どもと高齢者の交通安全対策を、地域をあげて推進するため、各市町村の交 

通安全推進協議会等を単位とした子どもと高齢者の交通事故防止対策推進のため 

の組織等の設置を促進します。 

     また、市町村内の各地域においては、特に、子どもと高齢者の交通事故防止の

観点から、安全で良好なコミュニティ形成が図られるよう、住民や道路利用者が

主体的に行う事故・ヒヤリ体験等を地図上に示した「ヒヤリ地図」の作成や、交

通安全総点検、県交通安全計画及び市町村交通安全計画の積極的活用・広報など

のほか、交通安全の取組に地域住民等の意見を積極的にフィードバックするよう

努めます。 

     その際、地域の交通関係機関・団体は、当該地域に根ざした具体的な目標の設

定方法や活動方法等について情報やノウハウを提供し、実効性のある交通安全対

策となるよう支援するなど、住民・関係機関・団体が一体となった交通安全対策

を推進します。 

   イ 民生委員・児童委員、老人クラブ等による交通事故防止の呼びかけ運動の促進 

     民生委員・児童委員等は日々の高齢者の見守り活動の中で、老人クラブは地域

で子どもの安全を守るため、登下校時などの見守り活動の中で、交通事故防止を

呼びかける活動を促進します。 

   ウ 三世代交流型交通安全教育の促進 

     高齢者、子ども及び親の三世代が一体となって行う交流型の交通安全教育を推

進し、家庭や地域住民で子どもや高齢者を交通事故から守る地域づくりを推進し

ます。 

  ② 高齢者の自主的な交通安全活動の促進 

    地域における高齢者の交通安全リーダーを育成するため、参加・体験・実践型の

研修を行うとともに、研修修了者が地域内の高齢者に対して、交通安全に関する情

報を提供する仕組みづくりを行い、高齢者の自主的な交通安全活動を促進します。 
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（５）飲酒運転の撲滅（消費生活・地域安全課、交通企画課、スポーツ保健課） 

   飲酒運転は、極めて悪質・危険な行為であり、犯罪です。 

   平成２０年３月に制定された「山形県飲酒運転をしない、させない、許さない条例」 

の目的に沿って、行政機関・団体はもとより、県民総ぐるみで飲酒運転の撲滅に取り 

組みます。 

   特に若年運転者層は、他の年齢層と比較して飲酒運転における死亡事故率が高いこ

とから、若者を中心とする層に対し、交通安全に関する効果的な情報提供により規範

意識の確立を図るとともに、自らも主体的に交通安全の啓発活動等に取り組むことが

できる環境の整備に努めます。 

   また、アルコール依存症等が疑われる場合には、運転者やその家族が相談、指導及

び支援を受けられるよう関係機関・団体が連携した取組を推進します。 

  ① 職場・家庭等における飲酒運転追放運動の展開 

    飲酒運転は重大な交通事故を引き起こす要因であることから、飲酒が運転に及ぼ

す影響やその危険性等の周知徹底を図るとともに、職場、家庭、飲食店等での飲酒

運転撲滅に向けた取組を促進し、県民総ぐるみで飲酒運転の追放を図ります。 

  ② 交通安全県民運動と連動した啓発・普及等の実施 

    交通安全県民運動と連動したキャンペーンを実施し、飲酒運転は「絶対しない、

させない、許さない」という意識改革の普及啓発運動を展開するとともに、バス・

トラック・タクシー等運行事業者、飲食店及び酒類販売業者など特定事業者等と連

携しながら、ハンドルキーパー運動の普及啓発やアルコール検知器を活用した運行

前検査の励行に努めるなど、地域、職域等における飲酒運転撲滅に向けた取組を更

に促進します。 

 

（６）自転車の安全で適正な利用の促進 

   （消費生活・地域安全課、交通企画課、交通指導課、子ども保育支援課、義務教育

課、高校教育課、スポーツ保健課） 

  ① 自転車の安全で適正な利用の促進 

    自転車は子どもから高齢者まで簡単に利用できる乗り物ですが、自転車は本来車

両であること、道路を通行する場合は、車両としての交通ルールを遵守するととも

に、交通マナーを実践しなければならないことを理解していく必要があります。 

    自転車乗用中の交通事故防止や自転車による安全利用を促進するため、「山形県自

転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」及び「自転車安全利用五則」（平成 

   １９年７月１０日中央交通安全対策会議、交通対策本部長決定）を活用するなどに

より、歩行者や他の車両に配慮した通行等自転車の正しい乗り方の普及啓発の強化

を図ります。特に、自転車のルールやマナーに違反する行動を防止するため、交通
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安全教育等の充実を図ります。 

    自転車は歩行者と衝突した場合には加害者となる側面も有しており、交通に参加

する者としての十分な自覚・責任が求められることから、そうした意識の啓発を図

り、関係事業者の協力を得つつ、損害賠償責任保険等への加入義務化を周知・啓発

するとともに、自転車運転者講習制度を適切に運用し、自転車利用者のルールに対

する遵法意識を醸成します。 

    また、自転車に同乗する幼児の安全を確保するため、保護者に対して幼児の同乗

が運転操作に与える影響等が体感できる参加・体験・実践型の交通安全教育を実施

するほか、幼児を同乗させる場合において安全性に優れた幼児二人同乗用自転車の

普及や幼児用座席の適切な使用についての広報啓発を促進します。 

    自転車用ヘルメットについては、あらゆる機会を通じて頭部保護の重要性とヘル

メット着用による被害軽減効果の理解促進に努め、全年齢層でのヘルメット着用を

促進します。 

  ② 薄暮時の早め点灯等の推進 

    薄暮時から夜間にかけて自転車の重大事故が多発する傾向にあることを踏まえ、

自転車の灯火点灯の徹底と、反射材用品等の活用促進により、自転車の被視認性の

向上を図ります。 

 

２ 安全運転の確保 

  安全運転を確保するためには、運転者の能力や資質の向上を図ることが必要であり、

このため、運転者のみならず、これから運転免許を取得しようとする者までを含めた運

転者教育等の充実に努めます。特に、今後も増加が予想される高齢運転者に対する教育

等の充実を図ります。 

  また、運転者に対して、運転者教育、安全運転管理者による指導及びその他広報啓発

等により、横断歩道では歩行者が優先であることを含め、高齢者、障がい者及び子ども

を始めとする歩行者や自転車に対する保護意識の向上を図ります。 

  さらに、今後の自動車運送業の変化等を見据え、企業・事業所等が交通安全に果たす

べき役割と責任を重視し、企業・事業所等の自主的な安全運転管理対策の推進及び自動

車運送事業者の安全対策の充実を図るとともに、交通労働災害の防止等を図るための取

組を進めます。 

  加えて、高度化、多様化する道路交通情報に対する県民のニーズへの対応や、道路交

通の安全に影響を及ぼす自然現象に関する適時・適切な情報提供を実施するため、ＩＣ

Ｔ等を活用しつつ、道路交通に関する総合的な情報提供の充実を図ります。 

（１）運転者教育等の充実（東北運輸局、交通企画課、運転免許課） 

   複雑多様化した交通社会において、より安全な運転行動のとれる運転者の育成が一

層求められていることから、免許取得前から、安全意識を醸成する交通安全教育の充
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実を図るとともに、免許取得時及び免許取得後においては、特に、道路及び交通の状

況に応じた危険を予測し、これを回避する意識及び能力を高め、責任の自覚と他の人々

に思いやりを持たせるための教育を行います。 

  ① 運転免許を取得しようとする者に対する教育の充実 

   ア 自動車教習所における教習の充実 

     自動車教習所の教習に関し、運転者として必要となる基本的な技能及び知識を

体系的・総合的に習得させるために、教習指導員等の資質の向上、教習内容及び

技法の充実を図り、教習水準を高めます。 

   イ 運転免許取得時講習の充実 

     より高度な知識や技能が求められる自動車教習所が行う運転免許取得時講習の

場において、一層工夫を凝らした講習内容及び技能・技法の充実を図り、社会の

安全に貢献できる優良運転者教育に努めます。 

   ウ 運転免許合格者講習の充実 

     運転免許学科試験合格者に対する合格者講習を積極的かつ効果的に行い、初心

運転者としての正しい知識や必要な技能、安全マインド等について、生涯を通じ

て取得する意識の醸成を図ります。 

  ② 運転者に対する再教育等の充実 

    更新時講習、高齢者講習、取消処分者講習、停止処分者講習、違反者講習及び初

心運転者講習により運転者に対する再教育が効果的に行われるよう、講習指導員の

資質向上を図り、講習内容、講習方法等の充実に努めます。 

    特に、飲酒運転を撲滅する観点から、飲酒運転違反者に対する取消処分者講習の

充実に努めます。 

    さらに、指定自動車教習所については、既に運転免許を取得した者に対する再教

育も実施するなど、地域の交通安全教育センターとしての機能の充実に努めます。 

  ③ 妨害運転等悪質・危険な運転者に対する処分者講習での再教育 

    運転適性検査により、受講者の運転特性を診断した上で、必要な個別的指導等を

実施し、悪質・危険な運転特性の矯正を図ります。 

  ④ 二輪車安全運転対策の推進 

   ア 各種講習の推進 

     二輪車の事故を防止するため、取得時講習のほか、二輪車安全運転講習及び原

付安全運転講習の推進に努めます。 

   イ 自動車教習所における二輪教習の充実 

     個人の技量に応じたきめ細かな教習や二輪車の車両特性を踏まえた質の高い教

習を行うなど、二輪車運転者に対する教育の充実強化に努めます。 

  ⑤ 高齢運転者対策の充実 

   ア 高齢者に対する教育の充実 



29 

     高齢運転者が、安全運転を継続できるよう、運転能力を維持・向上させるため

の教育の充実に努めます。 

     特に、高齢者講習においては、指定自動車教習所に対し、運転技能に着目した

きめ細かな講習の実施について指導を行い、より効果的かつ効率的な教育の充実

に努めます。 

   イ 臨時適性検査等の確実な実施 

     認知機能検査、安全運転相談等の機会を通じて、認知症の疑いのある運転者等

の把握に努め、臨時適性検査等の確実な実施により、安全な運転に支障のある者

については運転免許の取消し等の行政処分を行います。 

   ウ 改正道路交通法の円滑な施行 

     ７５歳以上で一定の違反歴がある高齢運転者に対する運転技能検査制度の導入

及び申請により対象車両をサポカーに限定するなどの限定条件付免許制度の導入

等を内容とする道路交通法の一部を改正する法律（令和２年法律第４２号）が令

和４年６月までに施行されることとされていることから、改正法の適正かつ円滑

な施行に向けて準備を進めるとともに、施行後のこれらの制度が適切に運用され

るように努めます。 

   エ 高齢運転者標識（高齢者マーク）の活用 

     高齢運転者の安全意識を高めるため、高齢者マークの積極的な使用の促進を図

るとともに、取り付けた自動車に対する保護意識の高揚を図ります。 

   オ 運転免許証自主返納制度の周知 

     運転免許証自主返納制度の広報周知に努めるとともに、自動車等の運転に不安

を有する高齢者等が運転免許証を返納しやすい環境の整備を図り、運転免許証を

自主返納した者の支援に努めます。 

  ⑥ シートベルト、チャイルドシート及び乗車用ヘルメットの正しい着用の徹底 

    シートベルト、チャイルドシート及び乗車用ヘルメットの正しい着用の徹底を図

るため、関係機関・団体と連携し、各種講習・交通安全運動等あらゆる機会を通じ

て、着用効果の啓発等を積極的に行うとともに、シートベルト、チャイルドシート

及び乗車用ヘルメット着用義務違反に対する街頭での交通指導取締りを推進します。 

  ⑦ 自動車安全運転センターの業務の充実 

    通知及び証明業務を的確に行うとともに、ＳＤカードの普及に努め、運転者の安

全意識の向上を図ります。 

    また、安全運転中央研修所における各種の訓練施設を活用した体験的な交通安全

教育を促進します。 

  ⑧ 自動車運転代行業の指導育成等 

    自動車運転代行業の業務の適正な運営を確保し、交通の安全及び利用者の保護を

図るため、自動車運転代行業者に対し、立入検査等を行うほか、無認定営業、損害
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賠償措置義務違反及び無免許運転等の違法行為の厳正な取締りを実施します。 

  ⑨ 自動車運送事業等に従事する運転者に対する適性診断の充実 

    自動車運送事業等に従事する運転者に対する適性診断については、自動車運送事

業等の安全を確保するため、事業者に対し、高齢運転者等に受診させるよう義務付

けられており、受診の環境を整えるため、引き続き、適性診断の実施者への民間参

入を促進します。 

  ⑩ 悪質危険な運転者の早期排除等 

    行政処分の適正かつ迅速な執行により、悪質危険な運転者の早期排除を図ります。 

    また、安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気等にかかっていると疑われる

者等に対する臨時適性検査等の迅速・的確な実施に努めます。さらに、ひき逃げ事

件を惹起したなど、悪質で危険性の高い運転者には、速やかに運転免許の仮停止等

の行政処分を執行します。 

 

（２）運転免許業務のサービスの向上（運転免許課） 

   県民の立場に立った運転免許業務を行うため、高齢者や障がい者に対する安全運転

相談窓口を総合交通安全センター及び各警察署に設置し、相談活動の充実を図ります。 

   さらに、高度なセキュリティ機能を有する電子技術を活用したＩＣカード免許証に

より、運転免許証の偽造防止、運転免許業務の合理化等を図ります。 

 

（３）運転管理の推進及び運行管理の充実（東北運輸局、交通企画課） 

  ① 安全運転管理の推進 

    安全運転管理者及び副安全運転管理者に対する講習を充実させ、安全運転管理者

等の資質及び安全意識の向上を図るとともに、事業所内での交通安全教育が適切に

行われるよう指導します。 

    また、安全運転管理者等による若年運転者対策及び貨物自動車の安全対策の一層

の充実を図るとともに、安全運転管理者等の未選任事業所の一掃を図り、企業内の

安全運転管理体制を充実・強化し、安全運転管理業務の徹底を図ります。 

    さらに、使用者、安全運転管理者等による下命、容認違反等については、使用者

等の責任を追及し、安全運転管理業務の徹底を図ります。 

    事業活動に伴う交通事故防止を更に促進するため、ドライブレコーダー等の安全

運転の確保に資する車載機器の普及促進に努めます。 

  ② 事業用自動車の安全プランに基づく安全対策の推進 

    事業用自動車の事故死者数・人身事故件数の半減等を目標とする事業用自動車総

合安全プランに基づき、安全体質の確立、コンプライアンスの徹底等についての取

組を推進します。 

   ア 運輸安全マネジメント等を通じた安全体質の確立 
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     事業者の安全管理体制の構築・改善状況を国が確認する運輸安全マネジメント

評価を通じて、運輸事業者による防災意識の向上及び事前対策の強化等を図り、

運輸防災マネジメントの取組を強化するとともに、感染症による影響を踏まえた

運輸事業者の安全に係る取組及び事業者によるコンプライアンスを徹底・遵守す

る意識付けの取組を的確に確認します。 

     自動車運送事業等の運行管理者に対する指導講習については、自動車運送事業

等の安全を確保するため、事業者に対し、運行管理者に受講を義務付けるととも

に、受講の環境を整えるため，講習実施の認定基準を明確化したところであり、

引き続き、講習の実施者への民間参入を促進します。 

     また、事業者等の安全意識の向上を図るため、メールマガジン「事業用自動車

安全通信」や「自動車総合安全情報」ホームページにより、事業者に事業用自動

車による重大事故発生状況、事業用自動車に係る各種安全対策等の情報を引き続

き提供するとともに、外部専門家等の活用による事故防止コンサルティング実施

に対して支援するなど、社内での安全教育の充実を図ります。 

   イ 抜本的対策による飲酒運転、迷惑運転等悪質な法令違反の撲滅 

     点呼時にアルコール検知器を使用した酒気帯びの有無の確認を徹底するよう指導す

るとともに、常習飲酒者を始めとした運転者や運行管理者に対し、アルコールの基礎

知識や飲酒方法等の飲酒運転防止の専門的な指導を実施するアルコール指導員の普及

促進を図り、事業者における飲酒運転ゼロを目指します。 

     また、スマートフォンの画面を注視したり、携帯電話で通話しながら運転する「な

がら運転」、他の車両の通行を妨害し、重大な交通事故にもつながる「あおり運転」

といった迷惑運転について、運転者に対する指導・監督を実施するよう、事業者に対

し指導を行います。 

   ウ ＩＣＴ・自動運転等新技術の普及推進 

     事業者による事故防止の取組を推進するため、衝突被害軽減ブレーキ等のＡＳ

Ｖ装置や運行管理に資する機器等の普及促進に努めます。 

     また、自動車や車載器等の通信システムにより取得した運転情報や、車両と車

載機器、ヘルスケア機器等を連携させた総合的データを活用したシステムの普及

を図り、更なる事故の減少を目指します。 

   エ 超高齢社会におけるユニバーサルサービス連携強化を踏まえた事故の防止対策 

     事業用自動車の運転者の高齢化や高齢者が被害者となる事故の増加を踏まえ、

高齢運転者による事故防止対策を推進するとともに、乗合バスにおける車内事故

の実態を踏まえた取組を実施します。 

   オ 業態ごとの事故発生傾向、主要な要因等を踏まえた事故防止対策 

     輸送の安全を図るため、トラック・バス・タクシーの業態毎や運転者の年齢、

健康状態等の特徴的な事故傾向を踏まえた事故防止の取組を関係者と一丸となっ
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て実施するとともに、運転者に対する指導・監督マニュアルの策定や、より効果

的な指導方法の確立など、更なる運転者教育の充実・強化を検討・実施します。 

     また、平成２８年１月１５日に発生した軽井沢スキーバス事故を踏まえ、安全・

安心な貸切バスの運行を実現するための総合的な対策が取りまとめられたところ

であり、乗客の死傷事故低減を図るためフォローアップを行いながら対策を推進

します。 

   カ 事業用自動車の事故調査委員会の提案を踏まえた対策 

     社会的影響の大きな事業用自動車の重大事故については、事業用自動車事故調

査委員会における事故の背景にある組織的・構造的問題の更なる解明を含めた原

因分析や、より客観的で質の高い再発防止策の提言を受け、事業者等の関係者が

適切に対応し、事故の未然防止に向けた取組を促進します。 

   キ 運転者の健康起因事故防止対策の推進 

     運転者の疾病により、運転を継続できなくなる健康起因事故を防止するため、

「事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル」の周知・徹底を図るとともに、

睡眠時無呼吸症候群、脳血管疾患、心臓疾患・大血管疾患等の主要な疾病につい

て、対策ガイドラインの周知徹底を図り、スクリーニング検査の普及を促進しま

す。 

   ク 自動車運送事業者に対するコンプライアンスの徹底 

     労働基準法等の関係法令等の履行及び運行管理の徹底を図るため、飲酒運転等の 

悪質違反を犯した事業者、重大事故を引き起こした事業者及び新規参入事業者等に対す 

る監査を徹底するとともに、関係機関合同による監査・監督を実施し、不適切な事業者 

に対して厳正な処分を行います。また、ＩＴを利用して効果的、効率的な監査・監督を 

実施します。 

     さらに、バス事業における交替運転者の配置、運転者の飲酒・過労等の運行実

態を把握するため、街頭検査を進めていきます。 

     行政が保有する事業用自動車に関する各種情報の分析機能を強化するため、国

が構築する「事業用自動車総合安全情報システム」を使用して、事業者特性・事

故原因等の相関及び傾向を分析するとともに、事故を惹起するおそれの高い事業

者等を抽出し、効果的・効率的な指導・監督を実施することで、事業用自動車に

よる事故の未然防止を実現します。 

     また、関係行政機関との連携として、相互の連絡会議の開催及び指導監督結果

の相互通報制度等の活用により、過労運転に起因する事故等の通報制度の的確な

運用と業界指導の徹底を図ります。 

     事業者団体等関係団体による指導として、適正化事業実施機関を通じ、過労運転・

過積載の防止等、運行の安全を確保するための指導の徹底を図ります。 

   ケ 自動車運送事業安全性評価事業の促進 
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     全国貨物自動車運送適正化事業実施機関において、利用者が安全性の高い事業者を選

択することができるようにするとともに、事業者全体の安全性向上に資するものとして

実施している「貨物自動車運送事業安全性評価事業」（通称Ｇマーク制度）を促進しま

す。 

     また、貸切バス事業者安全性評価認定実施機関において、貸切バス事業者の安全性や

安全の確保に向けた取組状況を評価し、認定・公表することで、貸切バスの利用者や旅

行会社がより安全性の高い貸切バス事業者を選択しやすくする「貸切バス事業者安全性

評価認定制度」を推進し、貸切バス事業者の安全性の確保に向けた意識の向上や取組の

促進を図り、より安全な貸切バスサービスの提供に努めます。 

 

（４）交通労働災害の防止等（山形労働局） 

  ① 交通労働災害の防止 

    事業者に対する「交通労働災害防止のためのガイドライン」の周知徹底を図るこ

とにより、事業場における労務管理体制の確立、適正な労働時間等の管理、適正な

走行管理、運転者に対する教育、健康管理及び交通労働災害の防止に対する意識の

高揚等を促進します。 

    また、これらの対策が効果的に実施されるよう関係団体と連携して、事業場にお

ける交通労働災害防止に関する管理者の選任、交通労働災害防止のためのガイドラ

インに基づく同管理者及び運転者に対する教育の実施を推進するとともに、事業場

に対する個別指導等を実施します。 

  ② 運転者の労働条件の適正化等 

    自動車運転者の労働時間、休日、割増賃金、賃金形態等の労働条件の改善を図る

ため、労働基準法等の関係法令及び「自動車運転者の労働時間等の改善のための基

準」（平成元年労働省告示第７号）の履行を確保するための監督指導を実施します。 

    また、関係行政機関において相互の連絡会議を開催し、必要に応じ合同の監査・

監督を実施します。 

 

（５）道路交通情報の充実 

   （東北地方整備局、東北総合通信局、東北運輸局、山形地方気象台、交通規制課、

道路整備課、道路保全課） 

  ① 道路交通情報の充実 

    安全で円滑な道路交通を確保するためには、運転者に対して正確できめ細かな道 

路交通情報を分かりやすく提供することが重要であり、高度化、多様化する道路交 

通情報に対する県民のニーズに対応し、適時・適切な情報を提供するため、ＩＣＴ

等を活用して、道路交通情報の充実を図る必要があります。 

   ア 道路交通情報収集・提供体制の充実 
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     安全かつ円滑な道路交通を確保するため、光ビーコン、交通流監視用カメラ、

車両感知器、交通情報板及び道路情報提供装置等の整備による情報収集・提供体

制の充実を図ります。 

     県管理道路の通行規制情報やライブカメラによる道路状況等については、イン

ターネットを活用した情報提供を推進します。 

   イ 日本道路交通情報センターの効果的な活用 

     車両の運転者に対し、車両の通行に必要な情報を提供するため、日本道路交通

情報センターの効果的な活用を図り、道路交通情報の一層の活用に向けた正確で

適切な道路交通情報の提供を推進します。 

   ウ 道路交通情報通信システム（ＶＩＣＳ※）の整備拡充 

     安全で円滑な道路交通を確保するため、リアルタイムの渋滞情報、所要時間及

び規制情報等の道路交通情報を提供する道路交通情報通信システム（ＶＩＣＳ）

の整備・拡充を推進するとともに、高精度な情報提供の充実及び対応車載機の普

及を図ります。 

  ② 危険物輸送に関する情報提供の充実等（消防救急課） 

    危険物輸送時の事故による大規模な災害を未然に防止し、災害が発生した場合の

被害の軽減に資する情報提供の充実等を図るため、イエローカード（危険有害物質

の性状、処理剤及びその調達先等事故の際に必要な情報を記載した緊急連絡カード）

の携行、関係法令の遵守、乗務員教育の実施等について、消防機関等と連携して危

険物運送事業者の指導を強化します。 

  ③ 国際海上コンテナ陸上輸送に係る安全対策（東北運輸局） 

    国際海上コンテナ陸上輸送における安全の確保を図るため、コンテナ内に収納さ

れた貨物の品目、重量、梱包等に関する情報の伝達やコンテナロックの確実な実施

等を内容とする「国際海上コンテナの陸上における安全輸送ガイドライン」につい

て、地方連絡会議や関係業界を通じて、関係者への周知徹底を図ります。 

  ④ 気象情報の充実（山形地方気象台） 

    道路交通に影響を及ぼす台風、大雨、大雪、竜巻等の激しい突風、地震、津波及

び火山噴火等の自然現象を的確に把握し、特別警報・警報・予報等の適時・適切な

発表及び迅速な伝達に努めるとともに、これらの情報の質的向上に努めます。また、

県民に対し、気象庁又は山形地方気象台ホームページや国土交通省防災情報提供セ

ンターを通じてリアルタイムの気象情報等を分かりやすく提供します。 

    気象、地震、津波、火山現象等に関する観測施設を適切に整備・配置し、維持す 

                                                   
※ VICS：Vehicle Information and Communication System、一般財団法人道路交通情報通信シ

ステムセンターが収集、処理、編集した道路交通情報を通信・放送メディアによって送信し、

カーナビゲーションなどの車載装置に文字や図形として表示させる国内向けのシステムであ

り、道路上に設置した情報発信装置、FM多重放送などにより、交通情報を提供するシステム 
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るとともに、防災関係機関等との間の情報の共有やＩＣＴを活用した観測・監視体

制の強化を図るものとします。このほか、広報や講習会等を通じて気象知識の普及

に努めます。 

   ア 気象特別警報・警報・予報等 

     気象による道路交通障害が予想される時は、適時・適切に特別警報・警報・予

報等を発表し、防災情報提供システム等を用いて、関係機関に迅速かつ確実に伝

達するとともに、報道機関等の協力により道路利用者に周知します。また、雨に

よる災害発生の危険度を地図上にリアルタイムに表示する「大雨・洪水警報の危

険度分布」や積雪・降雪の面的な状況を表す「現在の雪（解析積雪深・解析降雪

量）」についても、気象庁ホームページや報道機関等を通じて道路利用者に周知し

ます。特に、大雪により深刻な道路交通障害が見込まれる場合は、国土交通省と

連携し、大雪に対する国土交通省緊急発表を実施し、道路利用者に警戒を呼びか

けます。 

   イ 緊急地震速報（予報及び警報）、津波警報等 

     地震・津波警報による道路交通障害が予想される時は、適時・適切に緊急地震

速報（予報及び警報）、津波警報等及び地震情報等を発表し、防災情報提供システ

ム等を用いて、関係機関に迅速かつ確実に伝達するとともに、報道機関等の協力

により道路利用者に周知します。 

   ウ 南海トラフ地震臨時情報等 

     大規模地震対策特別措置法の規定に基づく地震防災対策強化地域に係る大規模

な地震が発生するおそれがあると認める時は、直ちに地震予知情報を内閣総理大

臣に報告するとともに、南海トラフ沿いで異常な現象を観測した場合や南海トラ

フ地震発生の可能性が相対的に高まったと評価した場合等には、「南海トラフ地震

臨時情報」を発表し、防災情報提供システム等を用いて、関係機関に迅速かつ確

実に伝達するとともに、報道機関等の協力により道路利用者に周知します。 

   エ 噴火警報等 

     火山現象による道路交通障害が予想される時は、平常時からの火山防災協議会

で共同検討した避難計画に基づき、当該道路の交通規制等の防災対応がとられる

よう、噴火警戒レベルを付した噴火警報等を発表します。また、道路利用者の降

灰量に応じた適切な防災行動に資するよう、降灰予報を適時・適切に発表します。 

     これらの情報を防災情報提供システム等を用いて、関係機関に迅速かつ確実に

伝達するとともに、報道機関等の協力により道路利用者に周知します。 

   オ 気象知識等の普及 

     気象、地象、水象に関する知識の普及のため、気象情報等の利用方法等に関す

る講習会の開催、広報資料の作成・配布などを行うほか、防災機関の担当者を対
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象に、特別警報・警報・予報等の伝達などに関する説明会及びワークショップを

開催します。 

 

３ 道路交通環境の整備 

  道路交通環境の整備については、国、県、市町村、警察等の関係機関が連携し、幹線

道路と生活道路の両面で対策を推進してきたところであり、いずれの道路においても一

定の事故抑止効果が確認されています。 

  歩行中や自転車乗用中の死者数の割合は主な諸外国と比べて高いことから、歩行者や

自転車が多く通行する生活道路における安全対策をより一層推進する必要があります。

このため、今後の道路交通環境の整備に当たっては、自動車交通を担う幹線道路等と歩

行者中心の生活道路の機能分化を進め、身近な生活道路の安全の推進に取り組んでいか

なければなりません。 

  また、少子高齢化が一層進展する中で、子どもを事故から守り、高齢者や障がい者が

安全かつ安心して外出できる交通社会の形成を図る観点から、安全・安心な歩行空間が

確保された人優先の道路交通環境整備の強化を図っていきます。 

（１）幹線道路における交通安全対策の推進 

（東北地方整備局、道路整備課、道路保全課、交通規制課、東日本高速道路） 

   幹線道路における交通安全対策については、事故危険箇所を含め死傷事故率の高い

区間や、地域の交通安全の実績を踏まえた区間を優先的に選定し、対策立案段階では、

これまでに蓄積してきた対策効果データにより対策の有効性を確認した上で次の対策

に反映する「成果を上げるマネジメント」を推進するとともに、急ブレーキデータ等

のビッグデータを活用した潜在的危険箇所の対策などきめ細かで効率的な事故対策を

推進します。 

   また、高規格幹線道路※から生活道路に至るネットワークによって適切に交通機能が

分担されるよう道路の体系的整備を推進するとともに、他の交通機関との連携強化を

図る道路整備を推進します。さらに、一般道路に比べて安全性が高い高規格幹線道路

の利用促進を図ります。 

  ① 事故ゼロプラン・事故危険区間対策事業の推進 

    交通安全に資する道路整備事業の実施に当たって、効果を科学的に検証しつつ、 

マネジメントサイクルを適用することにより、効率的・効果的な実施に努め、少な 

い予算で最大の効果を獲得できるよう、「事故ゼロプラン（事故危険区間重点解消作 

戦）・事故危険区間対策事業」を推進します。 

  ② 事故危険箇所対策の推進 

    特に、事故の発生割合の大きい幹線道路の区間等を事故危険箇所に指定し、公安

                                                   
※ 高規格幹線道路：自動車の高速交通の確保を図るために必要な道路で、全国的な自動車交通網

を構成する自動車専用道路であり、高速道路及び一般国道の自動車専用道路で構成 



37 

委員会と道路管理者が連携して集中的な事故抑止対策を実施します。 

  ③ 幹線道路における交通事故防止対策 

    幹線道路については、道路の構造、交通安全施設等の整備状況、道路交通実態の

状況等を勘案しつつ、速度規制及び追越しのための右側部分はみ出し通行禁止規制

等の交通規制について見直しを行い、安全で円滑な道路環境の整備に努めます。 

    また、既供用の高速自動車国道等については、交通実態に即した交通規制となる

よう見直しを推進し、特に、交通事故多発区間については、速度規制等の必要な安

全対策を推進します。 

  ④ 高速道路等における交通事故防止対策の推進 

    逆走及び歩行者、自転車等の立入り事案による重大事故防止のため、標識や路面

標示等による対策の拡充に加え、産学官が連携した新しい技術として、錯視効果を

応用した路面標示やセンサーによる検知・警告設備等の対策を実施するとともに、

画像認識技術を活用した路車連携技術の開発等を推進します。 

  ⑤ 適切に機能分担された道路網の整備 

   ア 高速道路及びアクセス道路等の整備 

     一般道路に比較して死傷事故率が低く安全性の高い高規格幹線道路等の整備や

インターチェンジの増設等による利用しやすい環境を整備し、より多くの交通量

を分担させることによって道路ネットワーク全体の安全性を向上させます。 

   イ バイパス及び環状道路等の整備 

     通過交通の排除と交通の効果的な分散により、円滑で安全な道路交通環境を確

保するため、バイパス及び環状道路等の整備を推進します。 

   ウ 補助的な幹線道路及び区画道路、歩行者専用道路等の整備 

     幹線道路で囲まれた居住地域内や歩行者等の通行の多い商業地域内等において

は、通過交通をできる限り幹線道路に転換させるなど道路機能の分化により、生

活環境を向上させるため、補助的な幹線道路、区画道路、歩行者専用道路等の系

統的な整備、区画道路におけるコミュニティ道路や歩車共存道路等の整備を総合

的に実施します。 

   エ 鉄道駅、空港、港湾の交通拠点へのアクセス道路の整備 

     県民のニーズに応じた効率的な輸送体系を確立し、道路混雑の解消等円滑な交

通流が確保された良好な交通環境を形成するため、道路交通、鉄道、海運、航空

等複数の交通機関の連携を図るマルチモーダル施策を推進し、鉄道駅等の交通結

節点、空港、港湾の交通拠点へのアクセス道路の整備等を実施します。 

   オ 高速道路等の利用促進 

     一般道路に比べて安全性が高い高速道路等の利用を促進し、一般道路における

交通事故の減少を図ります。 

     そのため、高速道路等のＥＴＣを活用したサービスの拡充、インターチェンジ
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の増設等を実施し、高速道路等のより活用しやすい環境の整備を推進します。 

  ⑥ 道路の改築等による交通事故対策の推進 

    交通事故の多発等を防止し、安全かつ円滑・快適な交通を確保するため、次の方

針により道路の改築等による交通事故対策を推進します。 

   ア 歩行者及び自転車利用者の安全と生活環境の改善を図るため、歩道等を設置す

るための既存道路の拡幅、幹線道路の整備と併せた生活道路におけるハンプや狭

さくの設置等によるエリア内への通過車両の抑制対策、自転車の通行を歩行者や

車両と分離するための自転車道や自転車専用通行帯、自転車の通行位置を示した

道路の整備等の道路交通の安全に寄与する道路の改築事業を推進します。 

   イ 交差点及びその付近における交通事故の防止と交通渋滞の解消を図るため、交

差点のコンパクト化、立体交差化等を推進します。 

     また、進入速度の低下等による交通事故の防止や被害の軽減、信号機が不要に

なることによる待ち時間の減少等の効果が見込まれる環状交差点について、周辺

の土地利用状況等を勘案し、適切な箇所への導入を推進します。 

   ウ 道路の機能と沿道の土地利用を含めた道路の利用実態との調和を図ることが交

通の安全の確保に資することから、交通流の実態を踏まえつつ、沿道からのアク

セスを考慮した副道等の整備、植樹帯の設置、路上駐停車対策等の推進を図りま

す。 

   エ 商業系地区等における歩行者及び自転車利用者の安全で快適な通行空間を確保

するため、これらの者の交通量や通行の状況に即して、幅の広い歩道、自転車道、

自転車専用通行帯等の整備を推進します。 

  ⑦ 交通安全施設等の高度化 

    信号機の集中制御化・プログラム多段系統化等を推進するとともに、視認性を高

める信号灯器のＬＥＤ化を推進します。 

 

（２）生活道路等における「人優先」の安全・安心な歩行空間の整備 

（東北地方整備局、道路整備課、道路保全課、スポーツ保健課、交通規制課） 

  ① 生活道路等における交通安全対策の推進 

    「あんしん歩行エリア（警察庁、国土交通省が全国平均に比べ事故発生率が高く、

緊急に歩行者・自転車の安全対策が必要な地区を指定）」を中心とする生活道路にお

いて、公安委員会と道路管理者が連携して、歩道整備、車両速度の抑制、通過交通

の抑制等の面的かつ総合的な事故抑止対策を、地域住民の主体的参加により講じる

ため、計画策定の段階から地域住民が参画し、ワークショップなどを通じて地域住

民自らの課題として認識するとともに、関係者間での合意形成の下、様々な対策メ

ニューの中から地域の実情を踏まえた適切な対策を選択し、実施します。 

    地域の協力を得ながら、通学路、生活道路及び市街地の幹線道路等において歩道
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を積極的に整備するなど、「人」の視点に立った交通安全対策を推進していく必要が

あり、特に交通の安全を確保する必要がある道路において、歩道等の交通安全施設

等の整備、効果的な交通規制の推進等きめ細かな事故防止対策を実施することによ

り車両の速度の抑制や、自動車、自転車及び歩行者等の異種交通が分離された安全

な道路交通環境を形成します。 

    公安委員会においては、交通規制、交通管制及び交通指導取締りの融合に配意し

た施策を推進します。 

    道路管理者においては、歩道の整備等により、安心して移動できる歩行空間ネッ

トワークを整備するとともに、歩行者や自転車の通行を優先するゾーンの形成対策、

エリア内への通過車両の抑制対策を実施します。 

    また、必要に応じて道路標識の高輝度化・大型化・可変化・自発光化、標示板の

共架、設置場所の統合・改善、道路標示の高輝度化等（以下「道路標識の高輝度化

等」という。）の検討を行い、見やすく分かりやすい道路標識・道路標示とするなど

視認性の向上を図ります。 

  ② 高齢者、障がい者等の安全に資する歩行空間等の整備 

   ア 歩道及び自転車道等の整備 

     高齢者や障がい者等を含め全ての人が安全に安心して参加し活動できる社会を

実現するため、駅、公共施設、福祉施設、病院等の周辺を中心に平坦性が確保さ

れた幅の広い歩道等を整備します。 

   イ 人にやさしい標識等の整備 

     歩道の段差・傾斜・勾配の改善、バリアフリー対応型信号機、エスコートゾー

ン、昇降装置付立体横断施設及び障がい者用の駐車マス等を有する自動車駐車場

等の整備を推進します。併せて、高齢者、障がい者等の通行の安全と円滑化を図

るとともに、高齢運転者の増加に対応するため、信号灯器のＬＥＤ化、道路標識

の高輝度化等を推進します。 

     特に、バリアフリー法に基づく重点整備地区に定められた駅の周辺地区等にお

いては、誰もが歩きやすい幅の広い歩道、バリアフリー対応型信号機等の整備を

連続的・面的に整備しネットワーク化を図ります。 

  ③ 通学路等における交通安全の確保 

    通学路や未就学児を中心に子どもが日常的に集団で移動する経路における交通安

全を確保するため、定期的な合同点検の実施や対策の改善・充実等の継続的な取組

を支援するとともに、道路交通実態に応じ、学校、教育委員会、警察、保育所等の

対象施設、道路管理者等の関係機関及び地域が連携し、ハード・ソフトの両面から

必要な対策を推進します。 

    また、高校、中学校に通う生徒、小学校、幼稚園、保育所や児童館等に通う児童、

幼児の通行の安全を確保するため、通学路等の歩道整備等を積極的に推進するとと
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もに、ハンプ・狭さく等の設置、路肩のカラー舗装、防護柵・ライジングボラード

等の設置、自転車道・自転車専用通行帯・自転車の通行位置を示した道路等の整備、

押ボタン式信号機・歩行者用灯器等の整備、横断歩道等の拡充等の対策を推進しま

す。 

 

（３）交通安全施設等の整備促進 

（東北地方整備局、道路整備課、道路保全課、交通規制課、東日本高速道路） 

   特に交通の安全を確保する必要がある道路について、社会資本整備重点計画法（平

成１５年法律第２０号）に基づき定められた社会資本整備重点計画に即して、公安委

員会及び道路管理者が連携し、事故実態の調査・分析を行いつつ、次の方針により重

点的、効果的かつ効率的に交通安全施設等整備事業を推進することにより、道路交通

環境を改善し、交通事故の防止と交通の円滑化を図ります。 

  ① 歩行者・自転車対策及び生活道路対策の推進 

    生活道路において人優先の考えの下、「ゾーン３０」等の車両速度の抑制、通過交

通の抑制・排除等の面的な交通事故対策を推進するとともに、歩行空間のバリアフ

リー化及び通学路や未就学児を中心に子どもが日常的に集団で移動する経路におけ

る安全・安心な歩行空間の確保を図ります。また、自転車利用環境の整備、無電柱

化の推進、安全上課題のある踏切の対策等による歩行者・自転車の安全な通行空間

の確保を図ります。 

  ② 国道・県道等における交通の安全と円滑の確保 

    国道・県道等では交通事故が特定の区間に集中して発生していることから、事故

危険箇所など、事故の発生割合の大きい区間において重点的な交通事故対策を実施

します。この際、事故データの客観的な分析による事故原因の検証に基づき、信号

機の改良、交差点改良等の対策を実施します。 

    また、交通安全に資するため、交差点の立体化等を推進するほか、交通容量の拡

大を図り、交通の円滑化を推進するとともに、自動車からの二酸化炭素排出の抑止

を推進します。 

  ③ ＩＴＳの推進による安全で快適な道路交通環境の実現 

    交通情報の収集・分析・提供、交通状況に応じた信号制御及びその他道路におけ

る交通の規制を広域的かつ総合的に行うため、交通管制エリアの拡大を始め、交通

管制システムの充実・改良を図ります。 

 

（４）効果的な交通規制の推進（交通規制課） 

   交通規制や交通管制の内容については、地域の交通実態等を踏まえ、常に点検・見

直しを図るとともに、交通事情の変化を的確に把握してソフト・ハード両面での総合

的な対策を実施することにより、安全で円滑な交通流の維持を図るほか、公安委員会
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が行う交通規制情報の質の向上やデータベース化を推進し、効果的な交通規制を推進

します。 

 

（５）地域住民等と一体となった道路交通環境の整備 

（東北地方整備局、道路整備課、道路保全課、交通規制課） 

   安全な道路交通環境の整備に当たっては、道路を利用する人の視点を生かすことが

重要であることから、地域住民や道路利用者の主体的な参加の下に安全施設等の点検

を行う交通安全総点検を積極的に推進するとともに、「標識ＢＯＸ」及び「信号機ＢＯ

Ｘ」（はがき、インターネット等を利活用して、運転者等から道路標識、信号機等に関

する意見を受け付けるもの）、「道の相談室」等を活用して、道路利用者等が日常から

抱いている意見を道路交通環境の整備に反映します。 

   さらに、警察と道路管理者が設置している「山形県道路交通環境安全推進連絡会議」

や同会議に設置されている「アドバイザー会議」を活用し、学識経験者のアドバイス

を受けつつ、施策の企画、評価、進行管理等に関して協議を行い、的確かつ着実に安

全な道路交通環境の実現を図ります。 

 

（６）効果的で重点的な事故対策の推進 

（東北地方整備局、道路整備課、道路保全課、交通規制課） 

  ① 事故ゼロプラン・事故危険区間対策事業の推進 

    交通安全に資する道路整備事業の実施に当たって、効果を科学的に検証しつつ、

マネジメントサイクルを適用することにより、効率的・効果的な実施に努め、少な

い予算で最大の効果を獲得できるよう、次の手順により「事故ゼロプラン（事故危

険区間重点解消作戦）・事故危険区間対策事業」を推進します。 

   ア 国道・県道における死傷事故は特定の区間に集中していることを踏まえ、死傷

事故率の高い区間や死傷事故件数の多い区間、地域の交通安全の実情を反映した

区間等、事故の危険性が高い特定の区間を第三者の意見を参考にしながら選定し

ます。 

   イ 地域住民に対し、事故危険区間であることの注意喚起を行うとともに、事故デ

ータにより、卓越した事故類型や支配的な事故要因等を明らかにした上で、今後

蓄積していく対策効果データを活用しつつ、事故要因に即した効果の高い対策を

立案・実施します。 

   ウ 対策完了後は、対策の効果を分析・評価し、必要に応じて追加対策を行うな

ど、評価結果を次の新たな対策の検討に活用します。 

  ② 事故危険箇所対策の推進 

    特に事故の発生割合の大きい幹線道路の区間やビッグデータの活用により潜在的

な危険区間等を事故危険箇所として指定し、公安委員会と道路管理者が連携して集
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中的な事故抑止対策を実施します。事故危険箇所においては、道路標識の高輝度化、

歩道等の整備、交差点改良、視距の改良、付加車線等の整備、中央帯の設置、バス

路線等における停車帯の設置及び防護さく、区画線等の整備、道路照明・視線誘導

標等の設置等の対策を推進します。 

  ③ 重大事故の再発防止 

    社会的に大きな影響を与える重大事故が発生した際には、速やかに当該箇所の道

路交通環境等事故発生の要因について調査するとともに、事故要因に即した所要の

対策を早急に講ずることにより、当該事故と同様な事故の再発防止を図ります。 

 

（７）高速道路における事故防止対策の推進（東日本高速道路、高速道路交通警察隊） 

   緊急に対処すべき交通安全対策を総合的に実施する観点から、交通安全施設等の整 

備を計画的に進めるとともに、渋滞区間における道路の拡幅等の改築事業、適切な道 

路の維持管理、道路交通情報の提供等を積極的に推進し、安全水準の維持、向上を図 

ります。 

  ① 事故削減に向けた総合的施策の集中的実施 

    事故多発区間のうち緊急に対策を実施すべき箇所について、雨天、夜間等の事故

要因の詳細な分析を行い、これに基づき中央分離帯強化型防護柵、自発光式視線誘

導標、高機能舗装、高視認性区画線の整備等を重点的に実施します。 

    道路構造上往復に分離されていない二車線の区間（暫定供用区間）については、

対向車線へのはみ出しによる重大事故を防止するため、高視認性ポストコーン、ワ

イヤーロープ、高視認性区画線の設置による簡易分離施設の視認性の向上、凹凸型

路面標示の設置等分離対策の強化を図ります。 

    逆走による事故防止のための標識や路面表示の整備を図るなど、総合的な事故防

止対策を推進します。 

  ② 安全で快適な交通環境づくり 

    本線拡幅やインターチェンジの改良、事故や故障による停車車両の早期撤去等に

よる渋滞対策、高速バス利用の利便性の向上、休憩施設の混雑解消等を推進します。

併せて、多様化する道路利用者のニーズにこたえるため、ＳＮＳ等を活用して即時

に道路交通情報提供を行う利用者サービスの向上等を推進します。 

③ 高度情報技術を活用したシステムの構築 

    道路利用者へ適切な道路交通情報等を提供する道路交通情報通信システム（ＶＩ

ＣＳ）及びＥＴＣ２.０等の整備・拡充を図るとともに、渋滞の解消及び利用者サー

ビスの向上を図るため、情報通信技術を活用して即時に道路交通情報の提供を行う

利用者サービスの向上等を推進します。 
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（８）高度道路交通システム（ＩＴＳ※）の活用 

（東北地方整備局、東北総合通信局、交通規制課、東日本高速道路） 

   最先端の情報通信技術等を用いて、人と道路と車とを一体のシステムとして構築し、

安全性、輸送効率及び快適性の向上を実現するとともに、渋滞の軽減等の交通の円滑

化を通じて環境保全に寄与することを目的としたＩＴＳを引き続き推進します。 

  ① 道路交通情報通信システムの整備 

    安全で円滑な道路交通を確保するため、リアルタイムな渋滞情報、所要時間、規

制情報等の道路交通情報を提供する道路交通情報通信システム（ＶＩＣＳ）の整備・

拡充を推進するとともに、高精度な情報提供の充実及び対応車載機の普及を図りま

す。 

    また、詳細な道路交通情報の収集・提供のため、光ビーコン、ＥＴＣ２.０等のイ

ンフラの整備を推進するとともに、インフラから提供される情報を補完するため、

リアルタイムの自動車走行履歴（プローブ）情報等の広範な道路交通情報を集約・

配信します。 

  ② 新交通管理システム（ＵＴＭＳ※）の推進 

    最先端の情報通信技術等を用いて交通管理の最適化を図るため、光ビーコンの機

能を活用して新交通管理システム（ＵＴＭＳ）の整備を行うことによりＩＴＳを推

進し、安全・円滑かつ快適で環境や人にやさしい交通社会の実現を目指します。 

  ③ 交通事故防止のための運転支援システムの推進 

    交通管制システムのインフラ等を利用した、運転支援システムの導入・整備を推

進するとともに、運転者に対し、信号交差点への到着時における信号灯色等に関す

る情報を事前に提供することで、通過予定の交差点において予測される信号灯火等

を把握したゆとりある運転を促す信号情報活用運転支援システム（ＴＳＰＳ※）を始

めとするＵＴＭＳの整備を行うことにより、ＩＴＳを推進します。 

④ 道路運送事業に係る高度情報化の推進 

    環境に配慮した安全で円滑な自動車の運行を実現するため、道路運送事業におい

てＩＴＳ技術を活用し、公共交通機関の利用促進を進めます。 

 

（９）円滑・快適で安全な道路交通環境の整備 

   （東北地方整備局、道路整備課、道路保全課、都市計画課、東日本高速道路、交通規制課） 

                                                   
※ ITS：Intelligent Transport Systems、最先端情報通信技術を用いて、人と道路と車両とを

ネットワークでつなげることにより、交通事故、渋滞などといった道路交通問題の解決を目的

として構築する新しい交通システム 
※ UTMS：Universal Traffic Management Systems、ITを利用して交通信号の制御、交通情報の

提供等により、交通規制を適切に運用し、安全、円滑にして人と環境に優しい交通社会の実現

を目指すシステム。 
※ TSPS：Traffic Transportation Priority Systems、光ビーコンから取得した信号情報を用い

て、信号交差点を円滑に通行するための運転を支援するシステム 
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  ① 円滑・快適で安全な道路交通環境の整備 

   ア 信号機の高度化 

     既存の信号機について、交通状況の変化に対応できるように、集中制御化、プ

ロファイル化、系統化、速度感応化、多現示化、右折感応化等の高度化を推進し

ます。 

   イ 休憩施設等の整備 

     過労運転に伴う事故防止や近年の高齢運転者等の増加に対応して、「道の駅」等

の休憩施設等の整備を推進します。 

   ウ わかりやすい道路標識等の整備 

     道路の構造、交通の状況等に応じた交通の安全を確保するために、必要に応じ

道路標識の高輝度化、高機能舗装、高視認性区画線の整備等を検討するほか、交

通事故発生地点を容易に把握し、速やかな事故処理及び的確な事故調査が行える

ようにします。 

     また、視認性・耐久性に優れた大型固定標識、路側式可変標識等の整備及び利

用者のニーズに即した系統的で分かりやすい案内標識等の整備を推進します。 

     さらに、主要な幹線道路の交差点及び交差点付近において、ルート番号等を用

いた案内標識の設置を推進します。 

  ② 道路の使用及び占用の適正化等 

   ア 道路の使用及び占用の適正化 

     工作物の設置、工事等のための道路の使用及び占用の許可に当たっては、道路

の構造を保全し、安全かつ円滑な道路交通を確保するために適正な運用を行うと

ともに、許可条件の順守、占用物件等の維持管理の適正化について指導します。 

   イ 不法占用物件の指導等 

     道路交通に支障を与える不法占用物件等については、実態調査、強力な指導取

締りによりその排除を行い、特に市街地について重点的にその是正を実施します。 

     さらに、道路上から不法占用物件等を一掃するためには、沿道住民を始め道路

利用者の自覚に待つところが大きいことから、不法占用等の防止を図るための啓

発活動を沿道住民等に対して積極的に行い、「道路ふれあい月間」等を中心に道路

の愛護思想の普及を図ります。 

   ウ 道路の掘り返しの抑制等 

     道路の掘り返しを伴う占用工事については、無秩序な掘り返しと工事に伴う事

故・渋滞を防止するため、施工時期や施工方法を調整します。 

  ③ 自転車利用環境の総合的整備 

   ア 安全で快適な自転車利用環境の創出 

     クリーンかつエネルギー効率の高い持続可能な都市内交通体系の実現に向け、

自転車の役割と位置付けを明確にし、交通状況に応じて、歩行者、自転車、自動
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車の適切な分離を図り、歩行者と自転車の事故等への対策を講じるなど、安全で

快適な自転車利用環境を創出する必要があります。また、自転車専用通行帯、歩

道上で歩行者と自転車が通行する部分を指定する普通自転車の歩道通行部分の指

定等の自転車走行空間ネットワークの整備を推進します。さらに、ルール・マナ

ーの啓発活動などのソフト施策を積極的に推進します。 

   イ 自転車等の駐車対策の推進 

     鉄道の駅周辺等における放置自転車等の問題の解決を図るため、県、市町村、

道路管理者、警察、鉄道事業者等が適切な協力関係を保持し、地域の状況に応じ、

条例の制定等による駅前広場及び道路に放置されている自転車等の整理・撤去等

の推進を図ります。 

     特に、バリアフリー法に基づき、市町村が定める重点整備地区内における生活

関連経路を構成する道路においては、高齢者、障がい者等の移動の円滑化に資す

るため、自転車等の違法駐車に対する指導取締りの強化、広報啓発活動等の違法

駐車を防止する取組及び自転車駐車場等の整備を重点的に推進します。 

 

（10）交通需要マネジメントの推進（東北地方整備局） 

   依然として厳しい道路交通渋滞を緩和し、道路交通の円滑化を図ることによる交通

安全の推進に資するため、広報・啓発活動を積極的に行うなど、交通需要マネジメン

トの定着・推進を図ります。 

  ① 公共交通機関利用の促進 

    道路交通混雑が著しい一部の道路について、バス専用・優先レーンの設定等のバ

スの利用促進を図るための施策を推進します。 

    また、鉄道、バス等の公共交通機関の確保・維持・改善を図るための施策を推進

することにより、利用を促進し、公共交通機関への転換による円滑な道路交通の実

現を図ります。 

  ② 貨物自動車利用の効率化 

    効率的な貨物自動車利用を推進するため、共同輸配送による貨物自動車の積載効

率向上及び置き配や宅配ボックスの活用による宅配便の再配送削減に資する取組等

による物流効率化を推進します。 

  ③ 交通需要の平準化 

    時差通勤・通学、フレックスタイム制の導入等により、交通量の時間的を時間的・

空間的平準化を推進する。 

 

（11）総合的な駐車対策の推進（都市計画課、交通指導課） 

  ① 違法駐車対策の推進 

    悪質性、危険性等の高い違反に重点を指向し、地域の実情に応じた取締り活動ガ
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イドラインによる取締りを推進します。 

    また、運転者の責任を追及できない放置車両について、当該車両の使用者に対す

る放置違反金納付命令等の積極的な活用を図り、使用者責任を追及します。 

  ② 駐車場等の整備 

   ア 駐車場整備計画策定の推進 

     自動車交通が混雑する地区等において、駐車場整備地区の指定を促進するとと

もに、当該地区における計画的、総合的な駐車対策を行うため、駐車場整備計画

の策定を推進します。 

   イ 駐車場の整備促進 

     地域の駐車需要を踏まえた附置義務駐車施設の整備を促進するとともに、民間

駐車場の整備を促進します。 

  ③ 違法駐車を排除する機運の醸成・高揚 

    違法駐車の排除及び自動車の保管場所の確保に関し、県民への広報・啓発活動を

行うとともに、関係機関・団体、地域住民等と密接な連携を図り、地域交通安全活

動推進委員の積極的な活用等により、住民の理解と協力を得ながら違法駐車を排除

する機運の醸成・高揚を図ります。 

  ④ ハード・ソフト一体となった駐車対策の推進 

    自治会、地元商店街等地域の意見要望を十分に踏まえた駐車規制の点検・改善、

道路利用者や関係事業者等による自主的な取組の促進、地方公共団体や道路管理者

に対する路外駐車場及び共同荷捌きスペースや路上荷捌きスペース整備の働きかけ、

違法駐車の取締り、積極的な広報・啓発活動等ハード・ソフト一体となった総合的

な駐車対策を推進します。 

 

（12）災害に備えた道路交通環境の整備 

   （東北地方整備局、道路整備課、道路保全課、東日本高速道路、交通規制課、山形地方

気象台） 

  ① 災害に備えた道路の整備 

   ア 災害に備えた道路の整備 

     地震、豪雨、豪雪、津波等の災害が発生した場合においても安全で安心な生活

を支える道路交通の確保を図ります。 

     地震発生時の応急活動を迅速かつ安全に実施できる信頼性の高い道路ネットワ

ークを確保するため、緊急輸送道路上にある橋梁の耐震対策を推進します。 

     また、豪雨・豪雪時等においても、安全・安心で信頼性の高い道路ネットワー

クを確保するため、道路斜面等の防災対策や災害の恐れのある区間を回避・代替

する道路の整備を推進します。 

     津波に対しては、津波による人的被害を最小化するため、道路利用者への早期
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情報提供、迅速な避難を行うための避難路の整備及び津波被害発生時においても緊

急輸送道路を確保するため、津波浸水域を回避する高規格幹線道路等の整備を推進

します。 

     また、地震・津波等の災害発生時に、避難場所等となる「道の駅」について、

防災拠点としての活用を推進します。 

   イ 冬期の安全確保 

     冬期の安全な道路交通を確保するため、冬期積雪・凍結路面対策として適時適

切な除雪や凍結防止剤散布の実施、交差点等における消融雪施設等の整備、堆雪

幅、流雪溝、防雪柵、雪崩防止施設、チェーン着脱場等の整備を推進します。ま

た、高速道路においては、地方ブロック単位にこだわらない広範囲で躊躇ない予

防的・計画的な通行規制や集中的な除雪作業、チェーン規制を実施します。 

      さらに、大雪が予想される場合には、道路利用者に対し、通行止め、立ち往生車

両の有無、広域迂回や出控えの呼びかけなど、道路情報板への表示やラジオ、ＳＮ

Ｓ等様々な手段を活用して幅広く情報提供するとともに、滞留が発生した場合には、

滞留者に対して、直接、定期的に、除雪作業や滞留排出の進捗、通行止めの解除見

通し等を情報提供します。 

  ② 災害に強い交通安全施設等の整備 

    地震、豪雨、豪雪等による災害が発生した場合においても安全な道路交通を確保

するため、交通管制センター、交通流監視用カメラ、車両感知器、交通情報板等の

交通安全施設の整備を推進するとともに、道路災害の監視システムの開発・導入や

交通規制資機材の整備を推進します。併せて、災害発生時の停電による信号機の機

能停止を防止する信号機電源付加装置の整備や老朽化した信号機、道路標識・道路

標示等の計画的な更新を推進します。 

  ③ 災害発生時における交通措置 

    災害の局面に応じた緊急交通路の確保、緊急通行車両標章交付事務、通行禁止措

置、道路啓開における車両移動措置等を的確かつ迅速に行います。 

    また、被災地への車両の流入抑制を行うとともに、災害対策基本法の規定に基づ

く通行禁止等の交通規制を迅速かつ的確に実施します。 

  ④ 災害発生時における情報提供の充実 

    災害発生時において、道路の被災状況や道路交通状況を迅速かつ的確に収集・分

析・提供し、復旧や緊急交通路、緊急輸送道路等の確保及び道路利用者等に対する

道路交通情報の提供等に資するため、地震計、交通流監視用カメラ、車両感知器、

道路交通情報提供装置、道路管理情報システム等の整備を推進するとともに、イン

ターネット等を活用した道路・交通に関する災害情報等の提供を推進します。 

 

（13）交通安全に寄与する道路交通環境の整備 
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（東北地方整備局、道路整備課、道路保全課、都市計画課、子ども保育支援課、 

スポーツ保健課、東日本高速道路） 

  ① 道路法に基づく通行の禁止又は制限 

    道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路の破損、決壊又は異

常気象等により交通が危険であると認められる場合及び道路に関する工事のためや

むを得ないと認められる場合には、道路法に基づき、迅速かつ的確に通行の禁止又

は制限を行います。 

    また、道路との関係において必要とされる車両の寸法、重量等の最高限度を超え

る車両の通行の禁止又は制限に対する違反を防止するため、指導取締りの推進を図

ります。 

  ② 子どもの遊び場等の確保 

   ア 街区公園等の整備 

     都市における自動車交通量の増大に伴う児童の交通事故の発生を防止するため、

子どもの遊び場としての街区公園をはじめとする都市公園の整備を推進します。 

   イ 校庭等の利用促進 

     都市化、核家族化の進展等により、子どもの数は減少する一方、遊び場の不足

や交通事故の増加など、児童を取り巻く環境が大きく変化していることから、児

童の家庭や地域における安全の確保と健全育成を図るため校庭等の利用を促進し

ます。 

  ③ 無電柱化の推進 

    無電柱化の推進に関する法律（平成２８年法律第１１２号）に基づき、幅員が著

しく狭い歩道等の新設電柱の占用禁止や既設電柱の占用制限等を盛り込んだ、新た

な無電柱化推進計画を策定し、関係事業者と連携して無電柱化を推進します。 

 

４ 車両の安全性の確保 

  現在、自動車に関する技術の進歩は目覚しく、様々な先進安全技術の開発・実用化が

急速に進んでいます。既に衝突被害軽減ブレーキの普及等に伴い、事故件数及び死傷者

数は減少傾向にあるものの、交通事故は依然として高水準にあり、相次いで発生してい

る高齢運転者による事故や子どもの安全確保も喫緊の課題であることから、自家用自動

車及び事業用自動車双方における先進安全技術の更なる性能向上及び活用・普及促進に

より着実に交通安全を確保していくことが肝要です。 

  このような認識の下、従来取り組んできた衝突時の被害軽減対策の進化・成熟化を図

ることに加え、事故を未然に防止する予防安全対策について、自動運転技術を含む先進

安全技術のより一層の普及促進・高度化等により、更なる充実を図る必要があります。 

  さらに、先進技術の導入により自動車の構造が複雑化する中、使用過程においてその

機能を適切に維持するためには、これまで以上に適切な保守管理が重要となります。特
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に自動運転技術については、誤作動を起こした場合は事故に直結する可能性が高いこと

から、その機能を適切に保守管理するための仕組みや体制の整備が求められ、自動車整

備事業及び自動車検査の制度においても適切に対応しなければなりません。 

（１）自動車の検査及び点検整備の充実（東北運輸局） 

  ① 自動車の検査の充実 

    近年急速に普及している衝突被害軽減ブレーキ等の先進技術の機能維持を図るた

めに、現在の外観確認やブレーキテスタ等の測定器を中心とした検査に加え、車両

に搭載された車載式故障診断装置（ＯＢＤ※）に記録された不具合の情報を読み取る

ことによる機能確認を実施するなど、自動車検査の高度化を図るとともに、独立行

政法人自動車技術総合機構と連携し、これらの検査が指定自動車整備事業者等にお

いて確実に行われるよう努めます。 

    また、不正改造を防止するため、適宜、自動車使用者の立入検査を行うとともに、

街頭検査体制の充実強化を図ることにより、不正改造車両をはじめとした整備不良

車両及び基準不適合車両の排除等を推進します。 

    さらに、指定自動車整備事業制度の適正な運用・活用を図るため、事業者に対す

る指導監督を強化するとともに、軽自動車の検査についても、その実施機関である

軽自動車検査協会における検査体制の充実強化を図ります。 

  ② 型式指定制度の充実 

    車両の構造に起因する事故の発生を防止するため、型式指定制度により新型自動

車の安全性の審査体制の充実を図ります。 

  ③ 自動車点検整備の充実 

   ア 自動車点検整備の推進 

     自動車ユーザーの保守管理意識を高揚し、点検整備の確実な実施を図るため、

「自動車点検整備推進運動」を関係者の協力の下に展開するなど、自動車ユーザ

ーによる保守管理の徹底を強力に促進します。 

     また、自動車運送業者の保有する事業用車両の安全性を確保するため、自動車

運送事業者監査、整備管理者研修等のあらゆる機会をとらえ、関係者に対し、車

両の保守管理について指導を行い、その確実な実施を推進します。 

     なお、車両不具合による事故については、その原因の把握・究明に努めるとと

もに、点検整備方法に関する情報提供等により再発防止の徹底を図ります。 

   イ 不正改造車の排除 

     道路交通に危険を及ぼすなど社会的問題となっている暴走族の不正改造車や過

積載を目的とした不正改造車等を排除し、自動車の安全運行を確保するため、関

係機関の支援及び自動車関係団体の協力の下に「不正改造車を排除する運動」を

                                                   
※ OBD：On-Board Diagnostics、自動車各部に取り付けられた電子制御装置（ECU：Electronic 

Control Unit）に搭載された故障診断機能 
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展開し、広報活動の推進、関係者への指導、街頭検査等を強化することにより、

不正改造防止について、自動車ユーザー及び自動車関係事業者等の認識の更なる

高揚を図ります。 

   ウ 自動車特定整備事業の適正化 

     点検整備に対する自動車ユーザーの理解と信頼を得るため、自動車特定整備事

業者に対し、点検・整備の確実な実施及び整備料金、整備内容の適正化について、

消費者保護の観点も含め、その実施の推進を指導します。 

   エ 自動車の新技術への対応等整備技術の向上 

     自動車新技術の採用・普及、ユーザーニーズの多様化等の車社会の環境の変化

に伴い、自動車を適切に維持管理するためには、自動車整備業がこれらの変化に

対応する必要があることから、関係団体からのヒアリング等を通じ、自動車整備

業の現状について把握するとともに、自動車整備業の環境整備・技術の高度化を

推進します。 

     また、整備主任者等を対象とした新技術に対応した研修等の実施などにより、

整備要員の技術の向上を図るとともに、新技術が採用された自動車の整備や自動

車ユーザーに対する説明等のニーズに対応するため、一級自動車整備士制度の活

用を推進します。 

  ④ リコール制度の充実・強化 

    自動車製作者の垣根を越えた装置の共通化・モジュール化が進む中、複数の自動

車製作者による大規模なリコールが行われていることから、自動車のリコールをよ

り迅速かつ確実に実施するため、自動車製作者等からの情報収集体制の強化を図る

とともに、安全・環境性に疑義のある自動車については独立行政法人自動車技術総

合機構において現車確認等による技術的検証を行います。 

    また、自動車ユーザーの目線に立ったリコールの実施のために、自動車ユーザー

からの不具合情報の収集を推進するとともに、自動車ユーザーに対して、自動車の

不具合に対する関心を高めるためのリコール関連情報等の提供の充実を図ります。 

 

（２）自転車の安全性の確保 

   （消費生活・地域安全課、義務教育課、高校教育課、スポーツ保健課、交通企画課） 

   自転車の安全な利用を確保し、自転車事故の防止を図るため、駆動補助機付自転車

（人の力を補うため原動機を用いるもの）及び普通自転車の型式認定制度を活用しま

す。また、自転車利用者が定期的に点検整備や正しい利用方法等の指導を受ける機運

を醸成するとともに、自転車事故による被害者の救済及び加害者の負担軽減に資する

ため自転車の損害賠償責任保険等への加入を促進します。 

   さらに、薄暮時間帯から夜間における交通事故の防止を図るため、灯火点灯の徹底

と反射器材用品等の取付けの促進を図り、自転車の被視認性の向上を図ります。 
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５ 道路交通秩序の維持 

  交通ルール無視による交通事故を防止するためには、交通指導取締り、交通事故事件

捜査等を通じ、道路交通秩序の維持を図る必要があります。 

  このため、交通事故実態等を的確に分析し、死亡事故等重大事故に直結する悪質性、

危険性、駐車違反等の迷惑性の高い違反に重点を置いた交通指導取締りを推進します。 

  交通事故の発生に際しては初動段階から組織的な捜査を行うとともに、危険運転致死

傷罪の立件も視野に入れた捜査の徹底を図るほか、研修等による捜査力の強化や客観的

な証拠に基づいた事故原因の究明等により適正かつ緻密な捜査の一層の推進を図ります。 

（１）交通の指導取締りの強化等（交通指導課） 

  ① 一般道路における効果的な交通指導取締りの強化等 

   ア 交通事故抑止に資する交通指導取締りの推進 

     交通事故分析に基づき計画的に取締りを実施するとともに、無免許運転、飲酒

運転、妨害運転、著しい速度超過、歩行者妨害等をはじめとする交差点関連違反

等の交通事故に直結する悪質性、迷惑性、危険性の高い違反、県民から取締り要

望の多い迷惑性の高い違反に重点を置いた取締りを推進します。 

     特に、飲酒運転及び無免許運転については、取締りにより常習者を道路交通の

場から排除するとともに、運転者に対する捜査のみならず、周辺者に対する捜査

を徹底するなど、飲酒運転及び無免許運転の根絶に向けた取組を推進します。 

   イ 背後責任の追及 

     事業活動に関してなされた過積載、過労運転等の違反については、自動車の使

用者等に対する責任追及を徹底します。 

   ウ 自転車利用者に対する交通指導取締りの推進 

     自転車利用者の危険行為及び交通事故の第一原因となるものに対して検挙措置

を行うとともに、無灯火、二人乗り、イヤホン使用等に対する指導警告を推進し

ます。 

  ② 高速道路等における交通指導取締りの強化等 

    軽微な違反行為であっても重大事故に直結するおそれがあることから、交通指導

取締り体制の整備に努め、交通流や交通事故発生状況等の交通の実態に即した効果

的な機動警ら等を実施することにより、違反の未然防止及び交通流の整序を図りま

す。 

    交通指導取締りは、悪質性、危険性、迷惑性の高い違反を重点とし、特に、著し

い速度超過、飲酒運転、妨害運転、車間距離不保持、通行帯違反等の取締りを強化

します。 

 

（２）交通事故事件及び特殊犯罪捜査体制の強化（交通指導課） 
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   ひき逃げ事件その他各種の交通犯罪の捜査及び交通事故事件捜査を適正かつ迅速に

行うため、捜査の合理化を図るとともに、次により要員、装備等の充実強化を推進し

ます。 

  ① 専従捜査体制の強化等 

    交通犯罪捜査及び交通事故事件捜査体制を強化するため、専従職員の捜査能力の

一層の向上及び体制の充実に努めます。 

  ② 初動捜査体制及び科学的捜査体制の強化 

    初動捜査体制及び科学的捜査体制を強化するため、事故処理車その他の車両、交

通事故自動記録装置等の鑑識装備資機材、交通事故捜査支援システム等の整備を促

進します。 

 

（３）暴走行為等対策の推進（交通指導課） 

   近年、本県においては、暴走族による集団的な暴走行為の発生はなく、また、暴走

族組織も確認されていませんが、空ぶかしなどの騒音運転や車両の不正改造を行う者

が散見される状況であるため、騒音運転、不正改造車に対する取締りを推進します。 

   また、車両の不正改造を防止するよう「不正改造車を排除する運動」等を通じ、広

報活動の推進及び自動車整備事業者、関係団体に対する指導を積極的に行います。 

 

６ 救助・救急活動の充実 

  交通事故による負傷者の救命を図り、また、被害を最小限にとどめるため、高速道路

を含めた道路上の交通事故に即応できるよう、救急医療機関、消防機関等の救急関係機

関相互の緊密な連携・協力関係を確保しつつ、救助・救急体制及び救急医療体制の整備

を図ります。また、負傷者の救命率・救命効果の一層の向上を図る観点から、事故現場

からの緊急通報体制の整備やバイスタンダー（現場に居合わせた人）による応急手当の

普及等を推進します。 

（１）救助・救急体制の整備（消防救急課、医療政策課） 

  ① 救助・救急体制の整備 

    多数の負傷者が発生する大事故に対処するため、連絡体制の整備、救護訓練の実

施及び消防機関と医療機関等の連携による救助・救急事故対応を充実させるほか、

救護訓練の実施、ＤＭＡＴ（Disaster Medical Assistance Team：災害派遣医療チ

ーム）及びドクターヘリによる医療スタッフの早期の現場投入の活用等、救助・救

急体制の充実を図ります。 

  ② 心肺蘇生法等の応急手当の普及啓発活動の推進 

    救急隊員が到着するまでに県民が行う応急措置活動を充実するため、県民を対象

としたＡＥＤ(Automated  External  Defibrillator：自動体外式除細動器)操作法を

含めた心肺蘇生に関する講習会の開催等を推進するとともに、公共施設等へのＡＥ
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Ｄの設置を促進します。 

  ③ 救急救命士の養成・配置等の促進 

    救急現場及び搬送途上における応急措置の充実強化を図るため、消防機関におい

て救急救命士を計画的に配置できるよう早期養成を図るとともに、医師の指示又は

指導・助言の下に救急救命士が行う高度な救急救命処置等の事後検証、救急救命士

の再教育等により医学的観点からの救急活動の質を保障するメディカルコントロー

ル体制の充実を図ります。 

  ④ 救助隊員及び救急隊員の教育訓練の充実 

    救助隊員及び救急隊員の知識・技術等の向上を引き続き図るため、消防学校等に

おける継続的な教育訓練を推進します。 

  ⑤ ヘリコプターによる救急業務の推進 

    ヘリコプターは、負傷者の救急搬送及び医師の迅速な現場投入に有効であること 

から、消防防災ヘリコプターとドクターヘリの相互補完体制を含めて、救急業務に 

おけるヘリコプターの活用を推進します。 

    また、引き続き、高規格救急自動車等の整備を図ります。 

  ⑥ 高速道路における救急業務実施体制の整備 

    高速道路の通過市町村間で締結している協定に基づき、高速道路における救急業

務の円滑かつ効果的な推進を図ります。 

    さらに、大規模な交通事故等による多数傷病者発生時に備え、サービスエリア等

におけるヘリ臨時離着陸場の確保等を推進します。 

 

（２）救急医療体制の充実（消防救急課、医療政策課） 

  ① 救急医療機関等の充実 

    救急患者の症状に応じた医療を提供できるよう、初期救急医療から三次救急医療

まで体系的に救急医療体制の充実を図ります。 

  ② 救急医療従事者の養成等 

    救急医療従事者の専門的な知識と技能の向上を図るため、救急医療担当医師に対

し、救命措置等に関する研修を実施することにより、救急救命士の救命措置等に対

する指示・指導・検証を行う専門性を養い、もって救急救命士の資質の向上を図り

ます。 

    また、救急医療に携わる医師を確保していくため、医師の卒前教育等において、

救急医療に関する教育等の充実に努めるとともに、医学生等に対する県医師修学資

金制度等医師確保対策を積極的に展開します。 

 

（３）救急関係機関の協力関係の確保等（消防救急課、医療政策課） 

   救急医療施設への迅速かつ円滑な収容を確保するため、救急医療機関、消防機関等
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の関係機関における緊密な連携・協力関係の確保を推進するとともに、救急医療機関

の受入れ連絡体制の明確化を図ります。 

   さらに、特に多くの被害者の生じる大規模な交通事故が発生した場合に備え、災害

派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）、ドクターヘリ及び災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）

の活用を推進します。 

 

７ 交通事故被害者等支援の推進 

  交通事故の被害者は、交通事故により多大な肉体的、精神的及び経済的打撃を受けた

り、かけがえのない命を絶たれたりするなど、大きな不幸に見舞われており、このよう

な交通事故被害者等を支援することは極めて重要であることから、犯罪被害者等基本法

等の下、交通事故被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進します。 

  また、交通事故被害者等は、精神的にも大きな負担を抱えている上、交通事故に係る

知識、情報が乏しいことが少なくないことから、交通事故に関する相談を受けられる機

会を充実させるとともに、交通事故の概要、捜査経過等の情報を提供するなどして、被

害者支援を積極的に推進します。 

（１）自動車損害賠償保障制度の充実等（東北運輸局） 

   交通事故による被害者の救済対策の中核的役割を果たしている自動車損害賠償保障

制度については、今後とも、社会経済情勢の変化、交通事故発生状況の変化等に対応

して、その改善を推進し、被害者救済の充実を図ります。 

  ① 無保険（無共済）車両対策の徹底 

    自賠責保険（自賠責共済）の期限切れ、加入漏れに注意が必要であることを広報

活動等を通じて広く県民に周知するとともに、街頭における監視活動等による注意

喚起を推進し、無保険（無共済）車両の運行の防止を徹底します。 

  ② 任意の自動車保険（自動車共済）の充実等 

    自賠責保険（自賠責共済）と共に重要な役割を果たしている任意の自動車保険（自

動車共済）は、自由競争の下、補償範囲や金額、サービスの内容も多様化してきて

おり、交通事故被害者の救済に大きな役割を果たしていますが、被害者救済等の充

実に資するよう、制度の改善及び安定供給の確保に向けて指導を行います。 

 

（２）損害賠償の請求についての援助等（消費生活・地域安全課、交通指導課） 

  ① 交通事故相談活動の推進 

    県が設置する交通事故相談所の業務については、次の措置により、その充実強化

を図ります。 

   ア 地域における交通事故相談活動を充実するため、交通事故相談所の相談業務の

充実を図るとともに、市町村相談窓口に対する県交通事故相談所の指導を行いま

す。 
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   イ 交通事故相談所業務の円滑かつ適正な運営を図るため、関係機関、団体等との

連絡協調を促進します。 

   ウ 相談内容の多様化・複雑化に対処するため、研修等を通じて相談員の資質の向

上を図ります。 

   エ 交通事故相談所において各種の広報を行うほか、県及び市町村等の広報誌の積

極的な活用等により交通事故相談活動の周知を図り、交通事故当事者に対し、広

く相談の機会を提供します。 

  ② 損害賠償請求の援助活動等の強化 

    警察においては、交通事故被害者に対する適正かつ迅速な救助の一助とするため、

救済制度の教示や交通事故相談活動を積極的に推進します。 

    また、地方法務局及び人権擁護委員による人権相談の一環として交通事故に関す

る相談を積極的に取り扱うとともに、交通事故紛争処理センター、交通安全活動推

進センター、日本司法支援センター及び日弁連交通事故相談センターにおける交通

事故の損害賠償請求についての相談及び援助に関する業務の充実を図ります。 

 

（３）交通事故被害者等支援の充実強化 

（東北運輸局、消費生活・地域安全課、スポーツ保健課、交通指導課） 

  ① 自動車事故被害者等に対する援助措置の充実 

    独立行政法人自動車事故対策機構が行う交通遺児等に対する生活資金貸付け、交

通遺児育成基金の行う交通遺児育成のための基金事業等により交通事故被害者の遺

児等を支援します。 

    また、自動車事故対策機構による自動車事故によって重度の後遺障害（遷延性意

識障害）を負った被害者に対する介護料の支給及び治療・看護を専門に行う療養施

設の設置・運営、及び自動車事故によって後遺障害を負った被害者のリハビリテー

ションの機会確保に向けた取組を推進します。 

    交通安全母の会等の組織との連携による交通遺児対策の充実が図られる環境の醸

成に努めます。 

  ② 交通事故被害者等の心情に配慮した対策の推進 

    交通事故被害者等の支援の充実を図るため、自助グループの活動等に対する支援

を始めとした施策を推進します。 

    交通事故被害者等の心情に配慮した相談業務を、警察署の交通相談係、交通安全

活動推進センター、検察庁の被害者支援員等により推進するとともに、関係機関・

団体との連携を図ります。 

    また、被害者等に対して交通事故の概要、捜査経過、事件処理結果、不起訴記録

等の情報を提供するとともに、刑事手続の流れ等をまとめた「交通事故被害者の手

引」を作成し、活用します。 
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    特に、ひき逃げ事件、交通死亡事故等の被害者等については、被疑者の検挙、送

致状況等を連絡する被害者連絡制度の充実を図ります。 

    さらに、行政処分に関する情報についても、交通死亡事故の被害者の遺族等によ

る問合せに応じ、その適切な提供を図ります。 

  ③ 公共交通事故被害者への支援 

    公共交通事故による被害者等への支援の確保を図るため、国土交通省に設置した

公共交通事故被害者支援室では、①公共交通事故が発生した場合の情報提供のため

の窓口機能、②被害者等が事故発生後から再び平穏な生活を営むことができるまで

の中長期にわたるコーディネーション機能（被害者等からの心身のケア等に関する

相談への対応や専門家の紹介等）等を担うこととしています。引き続き、関係機関

とのネットワークの構築、公共交通事業者による被害者等支援計画作成の促進等、

公共交通事故の被害者等への支援の取組を着実に進めていきます。 

 

８ 交通事故調査・分析の充実（交通企画課） 

効果的な交通安全対策を実施するためには、事故が発生した状況について、運転者等

の行動のみならず、道路環境面等様々な角度から情報を収集し、その事故が発生した要

因を解明する必要があるため、きめ細かな交通事故分析の充実に努めます。 

（１）交通事故多発箇所の共同現場点検 

   過去に発生した交通事故発生実態から特定の区間又は地点（交差点及びカーブ等）

で集中して発生している道路については、関係機関、団体等と共同して現場点検を実

施し、道路交通環境面から見た事故多発原因を分析して効果的な事故防止対策を推進

します。 

 

（２）交通死亡事故等重大事故発生に伴う緊急現場点検 

   死亡事故等で多数の死傷者数を出した事故又は社会的影響若しくは公共に対する被

害の大きい事故については、多角的に分析し、事故の直接的、間接的原因を明らかに

して、当該地点における同種事故の再発防止を図るための緊急的な現場点検を推進し

ます。 

 

（３）交通事故データ解析等統計分析の高度化 

   交通事故の実態を的確に把握し、効果的な交通安全施策の検討、立案等に資するた

め、交通情報管理システムにおける分析・解析機能の高度化を図るとともに、地理情

報システム（ＧＩＳ）を活用した交通事故分析による交通事故情報等の「見える化」

を推進します。 
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第２編 鉄道交通の安全 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 鉄道交通の安全についての目標 

① 乗客の死者数ゼロを継続する。 

② 運転事故全体の死者数を減少させる。 

１ 鉄道事故のない社会を目指して 

○ 鉄道は、多くの国民が利用する生活に欠くことのできない

交通手段である。 

○ 県民が安心して利用できる、一層安全で安定した鉄道輸送

を目指し、重大な列車事故やホームでの事故への対策等、各

種の安全対策を総合的に推進する。 

 

３ 鉄道交通の安全についての対策 

 ＜２つの視点＞ 

① 重大な列車事故の未然防止 ② 利用者等が関係する事故の防止 

＜７つの柱＞ 

① 鉄道交通環境の整備 

② 鉄道交通の安全に関する知識の普及 

③ 鉄道の安全な運行の確保 

④ 鉄道車両の安全性の確保 

⑤ 救助・救急活動の充実 

⑥ 被害者支援の推進 

⑦ 鉄道事故等の原因究明と事故等の防止 
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第２編 鉄道交通の安全 

 

第１章 鉄道交通安全の目標等（東北運輸局） 

 人や物を大量に、高速に、かつ、定時に輸送できる鉄道（軌道を含む。以下同じ。）は、

年間２５０億人が利用する国民生活に欠くことのできない交通手段です。列車の運行が高

速・高密度で運行されている現在の鉄道においては、ひとたび列車の衝突や脱線等が発生

すると、多数の死傷者を生じるおそれがあります。また、ホーム上で又はホームから転落

して列車に接触したことなどによる人身障害事故と踏切障害事故を合わせると運転事故の

９割を占めていることから、利用者等が関係するこのような事故を防止する必要性が高ま

っています。 

 このため、県民が安心して利用できる、一層安全で安定した鉄道輸送を目指し、重大な

列車事故やホームでの事故への対策等、各種の安全対策を総合的に推進していく必要があ

ります。 

 

第１節 鉄道事故の状況等 

 

１ 鉄道事故の状況 

  全国における鉄道の運転事故は、長期的には減少傾向にあり、令和２年は５１８件で

した。 

  また、令和２年の死者数は２４５人であり、負傷者数は２０２人でした。 

  なお、平成１７年には乗客１０６人が死亡したＪＲ西日本福知山線列車脱線事故及び

乗客５人が死亡したＪＲ東日本羽越線列車脱線事故が発生しましたが、平成１８年から

令和２年までは乗客の死亡事故の発生はありませんでした。 

 

２ 近年の運転事故の特徴 

  全国における人身障害事故は約６割、踏切障害事故は約３割を占めており、両者で運

転事故件数全体の約９割を占めています。また、死者数については、人身傷害事故と踏

切障害事故がほぼ全てを占めています。 

  人身障害事故のうち、ホームでの接触事故については、令和２年は１１６件で、その

うち、首都圏で発生した件数は、全体の約７割と高い割合を占めています。 

  また、ホームでの接触事故のうち、酔客が関係しているものは、ホームでの接触事故

全体の約６割を占めています。 

 

第２節 第１１次交通安全計画における目標   

 列車の衝突や脱線等により乗客に死者が発生するような重大な列車事故を未然に防止す

ることが必要です。また、近年の運転事故等の特徴等を踏まえ、ホームでの接触事故等を
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含む運転事故全体の死者数を減少させることが重要です。 

 近年は人口減少による輸送量の伸び悩み等から、厳しい経営を強いられている事業者が

多い状況ですが、引き続き安全対策を推進していく必要があります。 

 こうした現状を踏まえ、県民の理解と協力の下、第２章に掲げる諸施策を総合的かつ強

力に推進することにより、乗客の死者数ゼロを継続すること、及び運転事故全体の死者数

を減少させることを目指します。 

 

第２章 鉄道交通の安全についての対策 

 

第１節 今後の鉄道交通安全対策を考える視点（東北運輸局） 

  鉄道の運転事故が長期的には減少傾向にあり、これまでの交通安全計画に基づく施策

には一定の効果が認められます。しかしながら、列車の衝突や脱線等が一たび発生すれ

ば、多数の死傷者を生じるおそれがあることから、一層安全で安定した鉄道輸送を目指

し、重大な列車事故の未然防止を図るため、総合的な視点から施策を推進していきます。 

  また、ホームでの接触事故等の人身障害事故と踏切障害事故を合わせると運転事故全

体の約９割を占めており、このうち、利用者等の関係する事故が多いことから、利用者

等の関係する事故を防止するため、効果的な対策を講じる必要があります。 

 

第２節 鉄道交通安全のための施策の展開 

 

１ 鉄道交通環境の整備（東北運輸局） 

（１）鉄道施設等の安全性の向上 

   鉄道施設の維持管理及び補修を適切に実施するとともに、老朽化が進んでいる橋梁

等の施設について、長寿命化に資する補強・改良を進めます。特に、人口減少等によ

る輸送量の伸び悩み等から経営の厳しい地域鉄道については、補助制度等を活用しつ

つ、施設、車両等の適切な維持・補修等の促進を図ります。 

 

（２）運転保安設備等の整備 

   曲線部等への速度制限機能付き自動列車停止装置（ＡＴＳ※）等、運転士異常時列車

停止装置、運転状況記録装置等について、法令により整備の期限が定められたもの※の

整備については完了しましたが、期限が定められていないものの整備については、引

き続き推進を図ります。 

 

                                                   
※ ATS：Automatic Train Stop 
※ 法令により整備の期限が定められたもの：１時間当たりの最高運行本数が往復10本以上の線

区の施設又はその線区を走行する車両若しくは運転速度が100km/hを超える車両又はその車両

が走行する線区の施設について10年以内に整備するよう義務付けられたもの 
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２ 鉄道交通の安全に関する知識の普及（東北運輸局、消費生活・地域安全課） 

  運転事故の約９割を占める人身傷害事故と踏切障害事故の多くは、利用者や踏切通行

者、鉄道沿線住民等が関係するものであることから、これらの事故の防止には、鉄道事

業者による安全対策に加えて、利用者等の理解と協力が必要です。このため、学校、沿

線住民、道路運送事業者等を幅広く対象として、関係機関等の協力の下、全国交通安全

運動や踏切事故防止キャンペーンの実施、「歩きスマホ」による危険性の周知や酔客に

対する事故防止のための注意喚起を行うプラットホーム事故０（ゼロ）運動等において

広報活動を積極的に行い、鉄道の安全に関する正しい知識を浸透させます。 

  また、これらの機会を捉え、駅ホーム及び踏切道における非常押ボタン等の安全設備

について分かりやすい表示の整備や非常押ボタンの操作等の緊急措置の周知徹底を図り

ます。 

  さらに、山形県踏切道事故防止対策委員会の活動を継続し、関係機関・団体と密接に

連携して安全対策を講じます。 

 

３ 鉄道の安全な運行の確保 

  重大な列車事故を未然に防止するため、鉄道事業者への保安監査等を実施し、適切な

指導を行うとともに、大規模な事故等が発生した場合には、迅速かつ的確に対応します。

さらに、運転士の資質の保持、事故情報及び安全上のトラブル情報の共有・活用、気象

情報等の充実を図ります。 

（１）保安監査の実施（東北運輸局） 

   鉄道事業者に対し、定期的又は重大な事故等の発生を契機に保安監査を実施し、輸

送の安全の確保に関する取組の状況、施設及び車両の保守管理状況、運転取扱状況、

乗務員等に対する教育訓練の状況等について適切な指導を行うとともに、過去の指導

のフォロ－アップを実施します。また、計画的な保安監査のほか、同種トラブルの発

生等の際にも臨時保安監査を行うなど、メリハリの効いた、より効果的な保安監査を

実施するなど、保安監査の充実を図ります。 

 

（２）運転士の資質の保持（東北運輸局） 

   運転士の資質の確保を図るため、動力車操縦者運転免許試験を適正に実施します。 

   また、資質が保持されるよう、運転管理者及び乗務員指導管理者が教育等について

適切に措置を講ずるよう指導します。  

 

（３）安全上のトラブル情報の共有・活用（東北運輸局） 

   主要な鉄道事業者の安全担当者等による鉄道保安連絡会議を開催し、事故等及びそ

の再発防止対策に関する情報共有を行います。また、安全上のトラブル情報を関係者

間において共有できるよう、情報を収集し、速やかに鉄道事業者へ周知・共有するこ
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とで事故等の再発防止に活用します。さらに、運転状況記録装置等の活用や現場係員

による安全上のトラブル情報の積極的な報告を推進するよう指導します。 

 

（４）気象情報等の充実（山形地方気象台） 

   鉄道交通に影響を及ぼす台風、大雨、大雪、竜巻等の激しい突風、地震、津波及び

火山噴火等の自然現象を的確に把握し、関係機関、乗務員等が必要な措置を迅速にと

り得るよう特別警報・警報、予報等の適時・適切な発表及び迅速な伝達に努めるとと

もに、これらの情報の質的向上に努めます。また、これらの情報の内容の充実と効果

的利活用の促進を図るため、気象観測予報体制の整備、地震・津波・火山監視体制の

整備、各種情報の提供、気象知識等の普及を行います。 

   特に、竜巻等の激しい突風による列車転覆等の被害の防止に資するため、竜巻注意

情報を適時・適切に発表するとともに、分布図形式の短時間予測情報として竜巻発生

確度ナウキャストを提供します。また、走行中の列車における地震発生時の転覆等の

被害の防止に資するため、緊急地震速報（予報及び警報）の鉄道交通における利活用

の推進を図ります。なお、噴火警戒レベルに応じて鉄道事業者等がとるべき防災対応

について、平常時からの火山防災協議会における共同検討を通じて合意を図ります。 

   気象、地震、津波、火山現象等に関する観測施設を適切に整備・配置し、維持する

とともに、防災関係機関等との間の情報の共有やＩＣＴを活用した観測・監視体制の

強化を図るものとします。このほか、広報や講習会等を通じて気象知識の普及に努め

ます。 

   ア 気象特別警報・警報・予報等 

     気象による鉄道交通障害が予想される時は、適時・適切に特別警報・警報・予

報等を発表し、防災情報提供システム等を用いて、関係機関に迅速かつ確実に伝

達するとともに、報道機関等の協力により鉄道利用者に周知します。また、雨に

よる災害発生の危険度を地図上にリアルタイムに表示する「大雨・洪水警報の危

険度分布」や積雪・降雪の面的な状況を表す「現在の雪（解析積雪深・解析降雪

量）」についても、気象庁ホームページや報道機関等を通じて鉄道利用者に周知し

ます。さらに、特に大雪により深刻な鉄道交通障害が見込まれる場合は、国土交

通省と連携し、大雪に対する国土交通省緊急発表を実施し、鉄道利用者に警戒を

呼びかけます。 

   イ 緊急地震速報（予報及び警報）、津波警報等 

     地震・津波警報による鉄道交通障害が予想される時は、適時・適切に緊急地震

速報（予報及び警報）、津波警報等、地震情報等を発表し、防災情報システム等を

用いて、関係機関に迅速かつ確実に伝達するとともに、報道機関等の協力により

鉄道利用者に周知します。 
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   ウ 南海トラフ地震臨時情報等 

     大規模地震対策特別措置法の規定に基づく地震防災対策強化地域に係る大規模

な地震が発生するおそれがあると認める時は、直ちに地震予知情報を内閣総理大

臣に報告するとともに、南海トラフ沿いで異常な現象を観測した場合や南海トラ

フ地震発生の可能性が相対的に高まったと評価した場合等には、「南海トラフ地震

臨時情報」を発表し、防災情報提供システム等を用いて、関係機関に迅速かつ確

実に伝達するとともに、報道機関等の協力により鉄道利用者に周知します。 

   エ 噴火警報等 

     火山現象による鉄道交通障害が予想される時は、平常時からの火山防災協議会

で共同検討した避難計画に基づき、当該道路の交通規制等の防災対応がとられる

よう、噴火警戒レベルを付した噴火警報等を発表します。また、鉄道利用者の降

灰量に応じた適切な防災行動に資するよう、降灰予報を適時・適切に発表します。 

   オ 気象知識等の普及 

     気象、地象、水象に関する知識の普及のため、気象情報等の利用方法等に関す

る講習会の開催、広報資料の作成・配布などを行うほか、防災機関の担当者を対

象に、特別警報・警報・予報等の伝達などに関する説明会及びワークショップを

開催します。 

     鉄道事業者が、これらの気象情報等を早期に収集・把握し，運行管理へ反映さ

せることで、安全を確保しつつ、鉄道施設の被害軽減と安定輸送に努めるよう指

導します。 

 

（５）大規模な事故等が発生した場合の適切な対応（東北運輸局） 

   国及び鉄道事業者における、夜間・休日の緊急連絡体制等を点検・確認し、大規模

な事故又は災害が発生した場合に、迅速かつ適確な情報の収集・連絡を行います。 

   また、事故等が発生した場合の混乱を軽減するため、鉄道事業者に対し、列車の運

行状況を適確に把握して、鉄道利用者への適切な情報提供を行うとともに、迅速な復

旧に必要な体制を整備するよう指導します。 

 

（６）運輸安全マネジメント評価の実施（東北運輸局） 

   鉄道事業者の安全管理体制の構築・改善状況を国が確認する運輸安全マネジメント

評価を実施します。また、運輸安全マネジメント評価を通じて、運輸事業者による防

災意識の向上及び事前対策の強化等を図り、運輸防災マネジメントの取組を強化する

とともに、感染症による影響を踏まえた運輸事業者の安全への取組及び事業者による

コンプライアンスを徹底・遵守する意識付けの取組を的確に確認します。 

 

（７）計画運休への取組（東北運輸局） 
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   鉄道事業者に対し、大型の台風が接近・上陸する場合など、気象状況により列車の

運転に支障が生ずるおそれが予測されるときは、一層気象状況に注意するとともに、

安全確保の観点から、線路の特性に応じて、前広に情報提供した上で計画的に列車の

運転を休止するなど、安全の確保に努めるよう指導します。 

 

４ 鉄道車両の安全性の確保（東北運輸局） 

  発生した事故や科学技術の進歩を踏まえつつ、適時、適切に鉄道車両の構造・装置に

関する保安上の技術基準を見直します。 

 

５ 救助・救急活動の充実（東北運輸局） 

  鉄道の重大事故等の発生に備え、避難誘導、救助・救急活動を迅速かつ適確に行うた

め、訓練の充実や鉄道事業者と消防機関、医療機関その他の関係機関との連携・協力体

制の強化を図ります。 

  また、鉄道職員に対する、自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の使用も含めた心肺蘇生法

等の応急手当の普及啓発活動を推進します。 

 

６ 被害者支援の推進（東北運輸局） 

  公共交通事故による被害者等への支援の確保を図るため、国土交通省に設置した公共

交通事故被害者支援室では、①公共交通事故が発生した場合の情報提供のための窓口機

能、②被害者等が事故発生後から再び平穏な生活を営むことができるまでの中長期にわ

たるコーディネーション機能（被害者等からの心身のケア等に関する相談への対応や専

門家の紹介等）等を担うこととしています。関係機関とのネットワークの構築、公共交

通事業者による被害者等支援計画の促進等、公共交通事故の被害者等への支援の取組を

着実に進めていきます。 

 

７ 鉄道事故等の原因究明と事故等の防止（東北運輸局） 

  鉄道事故及び鉄道事故の兆候（鉄道重大インシデント）の原因究明を迅速かつ適確に

行うため、調査を担当する職員に対する専門的な研修を充実させ、調査技術の向上を図

るとともに、ドローン等新たな調査機材の導入、過去の事故等調査で得られたノウハウ

や各種分析技術、同種事故の比較分析など事故調査結果等のストックの活用等により、

調査・分析手法の高度化を図ります。 

  さらに、事故等調査の結果等に基づき、事故等の防止又は事故が発生した場合の被害

の軽減のため、必要に応じて、国土交通大臣又は原因関係者へ勧告し、国土交通大臣又

は関係行政機関の長へ意見を述べることにより、必要な施策又は措置の実施を求め、鉄

道交通の安全に寄与します。 

  これまでの事故等調査の結果が鉄道関係者に有効活用され、鉄道事故等の防止につな
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がるよう、 関係者のニーズを踏まえ、事故類型の分析結果などの調査報告結果を分かり

やすく紹介する情報誌を発行する等の普及啓発活動を推進するとともに、データベース

のコンテンツ等をさらに充実させていきます。 
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第３編 踏切道における交通の安全 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 踏切事故のない社会を目指して 

踏切事故は、長期的には減少傾向にあるが、改良すべき

踏切道がなお残されており、引き続き踏切事故防止対策を

推進することにより、踏切事故のない社会を目指す。 

３ 踏切道における交通の安全についての対策 

 ＜視点＞ 

それぞれの踏切の状況等を勘案した効果的対策の総合的かつ積極的推進 

＜４つの柱＞ 

① 踏切道の立体交差化、構造の改良及び歩行者等立体横断施設整備の促進 

② 踏切保安設備の整備及び交通規制の実施 

③ 踏切道の統廃合の促進 

④ その他踏切道の交通の安全及び円滑化等を図るための措置 

 

 

 

 

２ 踏切道における交通の安全についての目標 

踏切事故件数ゼロを目指す。 
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第３編 踏切道における交通の安全 

 

第１章 踏切道における交通安全の目標等（東北運輸局） 

 

第１節 踏切事故の状況等 

 

１ 踏切事故の状況 

  全国における踏切事故（鉄道の運転事故のうち、踏切障害及びこれに起因する列車事

故をいう。）は、長期的には減少傾向にあり、令和２年の発生件数は１７３件、死傷者数

は１２４人となっています。県内の踏切事故は、平成２８年度以降１件～２件、死傷者

数は０～２人で推移しています。 

  踏切事故が長期的には減少しているのは、踏切道の改良等、安全対策の積極的な推進

によるところが大きいと考えられます。しかし、依然、踏切事故は鉄道の運転事故全体

の約３割を占めている状況にあり、また、改良すべき踏切道がなお残されている現状に

あります。 

 

２ 近年の踏切事故の特徴 

  近年の踏切事故の特徴としては、①原因別でみると、直前横断によるものが約５割を

占めており、また、衝撃物別では自動車と衝撃したものが約４割、歩行者と衝突したも

のが約５割を占めています。県内の状況では、自動車と衝突したものが大半を占めてい

ます。 

  ②踏切道の種類別にみると、発生件数では第１種踏切道（自動遮断機が設置されてい

る踏切道又は昼夜を通じて踏切警手が遮断機を操作している踏切道）が最も多く（県内

も同様）、踏切道１００箇所当たりの発生件数でみると，第１種踏切道が最も少なくな

っていることなどがあげられます。 

 

県内の踏切の状況                       （令和３年３月現在） 

種別 踏切数 備     考 

第１種 ４００ 昼夜間を通じ踏切警手が遮断機を操作している踏切道又は自動、遮

断機が設置されている踏切道 

第３種 １９ 警報機が設置されている踏切道 

第４種 １７ 踏切警手もおらず、遮断機も警報機も設置されていない踏切道 

 計 ４３６  
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第２節 第１１次交通安全計画における目標 

  踏切道における交通の安全と円滑化を図るため、県民の理解と協力の下、第２章に掲

げる諸施策を総合的かつ積極的に推進することにより、令和７年までに踏切事故件数ゼ

ロを目指します。 

 

第２章 踏切道における交通の安全についての対策 

 

第１節 今後の踏切道における交通安全対策を考える視点（東北運輸局） 

  踏切事故は、一たび発生すると多数の死傷者を生ずるなど重大な結果をもたらすもの

です。そのため、立体交差化、構造の改良、歩行者等立体横断施設の整備、踏切保安設

備の整備、交通規制、統廃合等の対策を実施すべき踏切道がなお残されている現状にあ

ること、これらの対策が、同時に渋滞の軽減による交通の円滑化や環境保全にも寄与す

ることを考慮し、開かずの踏切（遮断時間が特に長い踏切道）への対策や高齢者等の歩

行者対策等、それぞれの踏切の状況等を勘案しつつ、より効果的な対策を総合的かつ積

極的に推進することとします。 

 

第２節 踏切道における交通安全のための施策の展開 

 

１ 踏切道の立体交差化、構造の改良及び歩行者等立体横断施設整備等の促進（東北運輸局） 

  開かずの踏切や、主要な道路で交通量の多い踏切道等については、抜本的な交通安全

対策である連続立体交差化等により、除却を推進するとともに、道路の新設・改築及び

鉄道の新線建設に当たっては、極力立体交差化を図ります。 

  立体交差化までに時間のかかる踏切については、早期に安全・安心を確保するため、

各踏切道の状況を踏まえ、歩道拡幅等の構造改良や歩行者等立体横断施設の設置等、カ

ラー舗装や駅周辺の駐輪場整備等の一体対策を促進します。 

  また、歩道が狭小な踏切についても、踏切道内において歩行者と自動車等が錯綜する

ことがないよう歩行者滞留を考慮した踏切拡幅など、事故防止効果の高い構造への改良

を促進します。 

  以上の構造改良等による「速効対策」と、立体交差化の「抜本対策」との両輪による

総合的な対策を緊急的かつ重点的に推進します。 

  

２ 踏切保安設備の整備及び交通規制の実施（東北運輸局、交通規制課） 

  踏切遮断機の整備された踏切道は、踏切遮断機の整備されていない踏切道に比べて事

故発生率が低いことから、踏切道の利用状況、踏切道の幅員、交通規制の実施状況等を

勘案し、着実に踏切遮断機の整備を行います。自動車交通量の多い踏切道については、

道路交通の状況、事故の発生状況等を勘案して必要に応じ、障害物検知装置、オーバー
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ハング型警報装置、大型遮断装置等、より事故防止効果の高い踏切保安設備の整備を進

めます。 

  また、高齢者等の歩行者対策としても効果が期待できる、全方位型警報装置、非常ボ

タンの整備、障害物検知装置の高規格化を推進します。 

  道路交通量、踏切道の幅員、踏切保安設備の整備状況、う回路の状況等を勘案し、必

要に応じ、自動車通行止め、大型自動車通行止め、一方通行等の交通規制を実施すると

ともに、併せて道路標識の高輝度化等による視認性の向上を図ります。 

 

３ 踏切道の統廃合の促進（東北運輸局） 

  踏切道の立体交差化、構造の改良等の事業の実施に併せて、近接踏切道のうち、その

利用状況、う回路の状況等を勘案して、地域住民の通行に特に支障を及ぼさないと認め

られるものについて、統廃合を進めるとともに、これら近接踏切道以外の踏切道につい

ても同様に統廃合を促進します。 

  ただし、構造改良のうち、踏切道に歩道がないか、歩道が狭小な場合の歩道整備につ

いては、その緊急性を考慮して、近接踏切道の統廃合を行わずに実施します。 

 

４ その他踏切道の交通の安全及び円滑化等を図るための措置（東北運輸局） 

  緊急に対策の検討が必要な踏切道は、「踏切安全通行カルテ」を作成・公表し、効果検

証を含めたプロセスの「見える化」を推進し、透明性を保ちながら各踏切の状況を踏ま

えた対策を重点的に推進します。 

  また、踏切道における交通の安全と円滑化を図るため、必要に応じ、踏切道予告標、

踏切信号機、歩行者等のための横断歩道橋等の設置、踏切注意情報の表示や踏切関連交

通安全施設の高度化を図るための研究開発等を進めるとともに、車両等の踏切通行時の

違反行為に対する指導取締りを適切に行います。 

  自動車運転者や歩行者等の踏切道通行者に対し、交通安全意識の向上及び踏切支障時

における非常ボタンの操作等の緊急措置の周知徹底を図る必要があるため、踏切道事故

防止キャンペーンを推進するなど広報活動等を強化するとともに、学校、自動車教習所

等において、踏切の通過方法等の教育を引き続き推進します。 

  このほか、踏切道に接続する道路の拡幅については、踏切道において道路の幅員差が

新たに生じないよう努めます。 

 


